
身体の障がいをもつ人 

知 的 障 がいをもつ人   

精神の障がいをもつ人 

難 病 等 の 人  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 【令和５年（202３年）１２月改訂】 

 

  

〒５８９－８５０１   大阪狭山市狭山一丁目２３８４－１ 

TEL ０７２－３６６－００１１ 

ＦＡＸ ０７２－３６６－９６９６ 

メール fukushi@city.osakasayama.osaka.jp 

 

  １２／３～１２／９は、障がい者週間です。 

たちのための 



 

『障がい者福祉のしおり』を利用される人へ 
 

 

「障がい者福祉の制度優先」     「介護保険給付等のサービスが優先」 

       

 福祉グループ              高齢介護グループ 

 

  このしおりは、身体障がい者（児）、知的障がい者（児）、精神障がい者

（児）及び難病等の人を対象に作成していますが、障がい者施策と介護

保険制度と重複するサービスについては、身体障がい者手帳、療育手帳

及び精神障がい者保健福祉手帳を持っている人や難病等の人でも、介護

保険給付又は地域支援事業でのサービス利用が優先されます。           

介護保険給付等と重複するサービスについては、このしおりの中で明記

していますので、これらのサービスの利用を希望されるときは、必ず、事前

に、市役所福祉グループ、もしくは高齢介護グループ（☎ 366-0011）ま

でお問い合わせください。 

 

※ 介護保険の対象となる人は、このしおりの P５３のとおりです。６５歳以

上の障がい者（加齢が原因となる特定疾病による場合は４０歳以上６５

歳未満）の人は、介護保険制度による要介護（支援）認定の申請を行

ってください。 

 

※  難病等の人も障がい福祉サービス等の対象となっています。 

対象となる人は、身体障がい者手帳等の所持の有無に関わらず、 

一定の手続の後、必要と認められた障がい福祉サービス等の受給  

が可能となります。 

（詳しくは、このしおりの P１０をご覧ください。） 

 

 

 

 

６５歳未満 65歳以上（特定疾病の場合 40歳以上） 

各サービスの対象となる人については、下記の頭文字を付しています。 

身  身体障がい者に関する情報     知  知的障がい者に関する情報 

精  精神障がい者に関する情報     難  難病患者等に関する情報 
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福 祉 制 度 早 見 表 

（注）  ●：該当（障がい名、年齢、所得等の条件により利用が制限される場合があります。） 
（注）  ▲：一部該当 
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重複 
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２ ● ● ● ● ▲ ● ● ▲ ▲ 
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重複 
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１  ▲ ● ● ▲  ▲ ▲ ▲  

２    ●    ▲ ▲  

３    ●    ▲ ▲  
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※この表は、おおまかに区分したものですので、必ず各項目をお読みください。 
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  ● ▲ ● ● ● ●  Ａ 
療 育 手 帳 

 

知 

   ▲ ● 
 

●   Ｂ１ 

   ▲ ● 
 

●   Ｂ２ 

  ● ▲ ▲  ● ●  １ 精神障がい者   保

健 福 祉 手 帳 

精 

   ▲ ▲  ●   ２ 

   ▲ ▲  ●   ３ 

       ▲  難病患者 難 



 

１．手 帳 
 

身体障がい者手帳   身 

■ 対象者  視覚障がい、聴覚・平衡機能・音声機能・言語機能及びそしゃく機能の      

障がい、肢体不自由、心臓、腎臓、呼吸器、肝臓、ぼうこう・直腸、小腸及      

びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がい者 

■ 内  容  障がいの程度によって１級から６級までに区分されます。 

この手帳を持っている人は、その障がいの種類・程度によって様々な福祉

制度が受けられます。 

【申請手続きの方法】                 ●印の書類は、福祉グループにあります。 

手続きの内容 手続きに必要なもの 

１． 新規申請 

● 身体障がい者手帳交付申請書    

● 身体障がい者診断書・意見書 

● 身体障がい者手帳診断料助成請求書 

○ 写真（たて４cm×よこ３cm） 

○ マイナンバーカード（個人番号通知カード） 

○ 印鑑 

○ 診断書文書料の領収書（助成対象者のみ） 

 

２．再交付申請 

  （等級変更・障がい名追加） 

再認定 

・再認定年月欄に記載のある人 

・身体障がい者障がい程度再認定 

（診査）時期通知書を交付されている人 

● 身体障がい者手帳交付申請書    

● 身体障がい者診断書・意見書 

● 身体障がい者手帳診断料助成請求書 

○ 写真（たて４cm×よこ３cm） 

○ マイナンバーカード（個人番号通知カード） 

○ 印鑑 

○ 身体障がい者手帳 

○ 診断書文書料の領収書（助成対象者のみ） 

３．再交付申請 

  （破損・紛失・写真貼替） 

● 身体障がい者手帳交付申請書    

○ 写真（たて４cm×よこ３cm） 

○ マイナンバーカード（個人番号通知カード） 

○ 印鑑 

○ 身体障がい者手帳 

○ 本人確認書類（紛失の場合） 

４．記載事項変更 

（氏名・住所の変更） 

 

※他府県、他市へ転出する場合は、転出先の福祉

事務所で転入手続きをしてください。 

氏名の変更/本市に転入・市内での転居の場合 

● 身体障がい者手帳記載事項変更届 

○ マイナンバーカード（個人番号通知カード） 

○ 印鑑 

○ 身体障がい者手帳 

５．返還（死亡等） 

● 身体障がい者手帳返還届      

○ マイナンバーカード（個人番号通知カード） 

○ 届出人の印鑑 

○ 身体障がい者手帳 

（その他受給していた福祉制度にかかるもの） 



 

【身体障がい者手帳診断料助成について】 

手帳対象者が市町村民税非課税世帯に属する場合、身体障がい者手帳の交付又は再交

付の申請のために要した診断料を助成します。領収書と本人名義の銀行口座番号のわか

るものをお持ちください。 

 

【申請時の注意事項】 

※診断書の記入は、身体障害者福祉法の規定による医師が作成するものです。 

※診断書の有効期限は、診断日から３ヶ月以内です。 

※ 診断書作成にかかる手数料を助成いたしますので、申請から手帳が届くまで、２ヶ月程度か

かります。(ただし、審査が必要な場合は３ヶ月以上かかります。) 

その他身体障がい者手帳に関して、わからないことがあればご相談ください。 

 

手帳を受け取ったら内容を確認しましょう 

 

手帳の交付番号        手帳の交付日 

                                 障がい者に認定され福祉制度を利用 

                                 できるようになった日です｡ 

 

氏 名 

氏名が変わっ

た時は、届出

してください。 

 

運賃割引 

区分 

種別によって

運賃割引が

異なります。 

 

障がい名 

内容によって福

祉制度の適用

が異なります。 

 

住  所 

市内で転居さ

れたときは、届

出してくださ

い。 

 

 

 

 

 

  

総合等級 

 

                 身体障害者手帳  

  

大阪狭山市第 2311☆☆☆☆☆号 

写 真     交付年月日 令和★★年★★月★★日 

             再交付年月日 

             氏 名 狭山 花子 

             生 年 月 日  

        

 身体障害者 旅客鉄道 

 等級表に １級           株式会社 第１種 

 よる等級                       旅客運賃  

                   

  バス介護付き       大阪府大阪狭山市  

障 害 名 

 

 

 

再認定年月 

再認定が必要 

な場合、障がい名

と期限が記入され

ています。 

○○○○機能障害（１級） 

再認定 

年 月 

肢体[R3.10] 

住所 大阪府大阪狭山市狭山１丁目２３８４－１ 



 

身体障がい者障がい程度等級表   身 

級 
別 視覚障がい  聴覚障がい  

平 衡 
機 能 
障がい  

音声機能・
言語機能又
はそしゃく
機 能 の 
障 が い 

肢   体   不   自    由  

 上   肢         下   肢 

1  

視力の良い方の眼の視力（万国式試視力表に

よって測ったものをいい、屈折異常のある者に

ついては、矯正視力について測ったものをい

う。以下同じ。）が0.01以下のもの 

        1．両上肢の機能を全廃したもの 

2．両上肢を手関節以上で欠くもの 

1．両下肢の機能を全廃したもの 

2．両下肢を大腿の2分の1 以上で欠くもの 

2  

1． 視力の良い方の眼の視力が 0.02 以上

0.03以下のもの 

2．視力の良い方の眼の視力が 0.04 かつ他

方の眼の視力が手動弁以下のもの 

3．周辺視野角度（Ⅰ／４視標による。以下同

じ。）の総和が左右眼それぞれ80度以下か

つ両眼中心視野角度（Ⅰ／２ 視標による。

以下同じ。）が28度以下のもの 

4．両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼

中心視野視認点数が20点以下のもの 

両耳の聴力レベ

ルがそれぞれ

100 デシベル以

上のもの（両耳全

ろう） 

      1．両上肢の機能の著しい障がい 

2．両上肢のすべての指を欠く もの 

1．両下肢の機能の著しい障がい  

2．両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの 

3．一上肢を上腕の2分の1 以上で欠くもの  

4．一上肢の機能を全廃したもの  

3  

1．視力の良い方の眼の視力が 0.04 以上

0.07 以下のもの（２級の２に該当するもの

を除く。） 

2．視力の良い方の眼の視力が 0.08 かつ他

方の眼の視力が手動弁以下のもの 

3．周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80

度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下

のもの 

4．両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼

中心視野視認点数が40点以下のもの 

両耳の聴力レベ

ルが 90デシベ

ル以上のもの

（耳介に接しな

ければ大声語を

理解し得ないも

の） 

平衡機能

の極めて

著しい障

がい 

音声機能・

言語機能又

はそしゃく機

能のそう失  

1．両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの  

2．両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃し  

たもの  

3．一上肢の機能の著しい障がい 

4．一上肢のすべての指を欠くもの 

5．一上肢のすべての指の機能を全廃したもの  

1．両下肢をショパー関節以上で欠くもの 

2．一下肢の大腿の2分の1以上で欠くもの 

3．一下肢の機能を全廃したもの 

4  

1．視力の良い方の眼の視力が 0.08 以上

0.1以下のもの（３級の２に該当するものを

除く。） 

1．両耳の聴力レ

ベルが 80 デ

シベ ル以上の

もの（耳介に接

しなければ話

声語を理解 し

得ないもの） 

2．両耳による普

通話声の最良

の語声明瞭度

が 50 パーセ

ント以下のもの  

  . 音声機能・

言語機能又

はそしゃく機

能の著しい

障がい  

1．両上肢のおや指を欠くもの 

2．両上肢のおや指の機能を全廃したもの 

3．一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうちいず  

れか一 関節の機能を全廃したもの  

4．一上肢のおや指及びひと さし指を欠くもの  

5．一上肢のおや指及びひと さし指の機能を全廃し 

たもの  

6．おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を 

欠くもの 

7．おや指又はひとさし指を含め一上肢の三指の機 

能を全廃したもの 

8．おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の 

機能の著しい障がい 

1．両下肢のすべての指を欠く もの  

2．両下肢のすべての指の機能を全廃したも  

 の 

3．一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの  

4．一下肢の機能の著しい障がい 

5．一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃 

したもの 

6．一下肢が健側に比して10センチメートル以 

上又は健側の長さの10分の1以上短いも  

の 

2．周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80

度以下のもの 

3．両眼開放視認点数が70点以下のもの 

5  

1．視力の良い方の眼の視力が 0.2かつ他方

の眼の視力が0.02以下のもの 

2．両眼による視野の２分の１以上が欠けてい

るもの 

3．両眼中心視野角度が56度以下のもの 

4．両眼開放視認点数が 70 点を超えかつ

100点以下のもの 

5．両眼中心視野視認点数が40点以下のも 

 の 

  平衡機能

の著しい

障がい  

   1．両上肢のおや指の機能の著しい障がい 

2．一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、い 

ずれか一関節の機能の著しい障がい 

3．一上肢のおや指を欠くもの 

4．一上肢のおや指の機能を全廃したもの 

5．一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい  

障がい 

6．おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の 

機能の著しい障がい 

1．一下肢の股関節又は膝関節の機能の著し 

い障がい 

2．一下肢の足関節の機能を全廃したもの  

3．一下肢が健側に比して5 センチメートル以 

上又は健側の長さの15分の1以上短いも 

の  

6  

視力の良い方の眼の視力が 0.3以上0.6以

下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの 

1．両耳の聴力レ

ベルが70デシ

ベル以上のもの

（40センチメー

トル以上の距離

で発声された会

話語を理解し得

ないもの） 

2．一側耳の聴力

レベルが 90デ

シベル以上他側

耳の聴カレベル

が50デシベル

以上のもの 

1 

  

  1．一上肢のおや指の機能の著しい障がい 

2．ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの 

3．ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃し 

たもの  

 

 

1．一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 

2．一下肢の足関節の機能の著しい障がい  

7 

    1．一上肢の機能の軽度の障がい 

2．.一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、い 

ずれか一関節の機能の軽度の障がい 

3．.一上肢の手指の機能の軽度の障がい 

4．ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著し  

い障がい 

5．一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの 

6．.一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全 

廃したもの  

1．両下肢のすべての指の機能の著しい障がい 

2． 一下肢の機能の軽度の障がい 

3．一下肢の股関節、膝関節又は足関節のう 

ち、いずれか一関節の機能の軽度の障が 

い 

4．一下肢のすべての指を欠くもの 

5．一下肢のすべての指の機能を全廃したも 

の 

6．一下肢が健側に比して3センチメートル以 

上又は健側の長さの20分の1以上短いも 

の  



 

    

級 

別 

肢   体   不   自    由 心臓、呼吸器、じん臓 若しくは 
肝臓の機能障がい 

ぼうこう、または直腸又、小腸若しくは 
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の 

機能障がい 

体    幹 

乳幼児期以前の非進行性の 
脳病変による運動機能障がい 心臓機能 

障がい  

呼吸器 
機能 
障がい 

じん臓 
機能 
障がい 

肝臓機能 
障がい 

ぼうこう 
又は 
直腸機能 
障がい 

小腸機能 
障がい 

ヒト免疫不全
ウイルスによる
免疫の機能障
がい  上肢機能障がい 移動機能障がい 

1 

体幹の機能の障が

いにより座っている

ことができないも
の 

不随意運動・失調

等により上肢を使

用する日常生活動
作がほとんど不可

能なもの 

不随意運動・失

調等により歩行

が不可能なもの 

心臓の機能の障

がいにより自己

の身辺の日常生
活活動が極度に

制限されるもの 

呼吸器の機

能の障がい

により自己
の身辺の日

常生活活動

が極度に制
限されるも

の 

腎臓の機能

の障がいに

より自己の身
辺の日常生

活活動が極

度に制限さ
れるもの 

肝臓の機能の

障がいにより

日常生活活動
がほとんど不

可能なもの 

ぼうこう又は

直腸の機能

の障がいに
より自己の身

辺の日常生

活活動が極
度に制限され

るもの 

小腸の機能の

障がいにより

自己の身辺の
日常生活活動

が極度に制限

されるもの 

ヒト免疫不全ウ

イルスによる免

疫の機能の障
がいにより日常

生括がほとんど

不可能なもの 

2 

1．体幹の機能障が

いにより座位又
は起立位を保つ

ことが困難なも

の 
2．体幹の機能障が

いにより立ち上

がる事が困難な
もの  

不随意運動・失調

等により上肢を使
用する日常生活動

作が極度に制限さ

れるもの 

不随意運動・失

調等により歩行
が極度に制限さ

れるもの 

   

   肝臓の機能の

障がいにより
日常生活活動

が極度に制限

されるもの 

     ヒト免疫不全ウ

イルスによる免
疫の機能の障

がいにより日常

生活が極度に制
限されるもの 

3 

体幹の機能障がい
により歩行が困難

なもの 

不随意運動・失調
等により上肢を使

用する日常生活動

作が著しく制限さ
れるもの 

不随意運動・失
調等により歩行

が家庭内での日

常生活活動に制
限されるもの 

心臓の機能の障
がいにより家庭

内での日常生

活活動が著しく
制限されるもの 

呼吸器の機
能の障がい

により家庭

内での日常
生活活動が

著しく制限さ

れるもの 

腎臓の機能
の障がいに

より家庭内で

の日常生活
活動が著しく

制限されるも

の 

肝臓の機能の
障がいにより

日常生活活動

が著しく制限
されるもの 

ぼうこう又は
直腸の機能

の障がいに

より家庭内で
の日常生活

活動が著しく

制限されるも
の 

小腸の機能の
障がいにより

家庭内での日

常生活活動が
著しく制限さ

れるもの 

ヒト免疫不全ウ
イルスによる免

疫の機能の障

がいにより日常
生活が著しく制

限されるもの

（社会での日常
生活が著しく制

限されるものを

除く）  

4 

 不随意運動・失調

等による上肢の機

能障がいにより社
会での日常生活活

動が著しく制限さ

れるもの 

不随意運動・失

調等により社会

での日常生活活
動が著しく制限

されるもの 

 呼吸器の機

能の障がい

により社会
での日常生

活活動が著

しく制限され
るもの  

腎臓の機能

の障がいによ

り社会での日
常生活活動

が著しく制限

されるもの  

肝臓の機能の

障がいにより

社会での日常
生活活動が著

しく制限される

もの 

ぼうこう又は

直腸の機能の

障がいにより
社会での日

常生活活動が

著しく制限さ
れるもの  

小腸の機能の

障がいにより

社会での日常
生活活動が著

しく制限され

るもの  

ヒト免疫不全ウ

イルスによる免

疫の機能の障
がいにより社会

での日常生活

活動が著しく制
限されるもの  

5 

体幹の機能の著し

い障がい  

 

不随意運動・失調

等による上肢の機
能障がいにより社

会での日常生活活

動に支障のあるも
の  

不随意運動・失

調等により社会
での日常生活活

動に支障のある

もの  

       

6  

不随意運動・失調

等により上肢の機

能の劣るもの 

不随意運動・失

調等により移動

機能の劣るもの 

       

7  

上肢に不随意運

動・失調等を有す
るもの 

下肢に不随意運

動・失調等を有
するもの 

       

注１．実線は、JR 運賃割引対象者のうち、第１種身体障がい者の範囲を示す。 

注２．７ 級については、手帳の交付は受けられません。 

注３．   は、駐車禁止除外指定車標章交付基準の等級を示す。但し乳幼児期以前の非進行性脳病変による上肢機能障がいは、一上肢のみを除く。   

１ 同一の等級について２つの重複する障がいがある場合は、１級上の級とする。但し２つの重複する障がいが特に本表中に指定せられているものは、該当等級とする。 

２ 肢体不自由においては、７級に該当する障がいが２以上重複する場合は、６級とする。 
３ 異なる等級について２以上重複する障がいがある場合については、障がいの程度を勘案して、当該等級より上位の等級とすることができる。 

４ 「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第１指骨間関節以上を欠くものをいう。 

５ 「指の機能障がい」とは、中手指節関節以下の障がいをいい、おや指については、対抗運動障がいをも含むものとする。 
６ 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長（上腕においては腋高より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの）をもって計測したものをいう。 

７ 下肢の長さは前腸骨より内くるぶし下端までを計測したものをいう。 

※  1. 音声機能障がい、言語機能障がい及びそしゃく機能障がいの重複については前項の認定方法を適用しないこととする。 

    2． 聴覚障がい、平衡機能障がいの重複については前項の認定方法を適用しないこととする。 

 



療育手帳
りょういくてちょう

  知 

■ 対象者  知的機能の障がいが発達期（おおむね１８歳まで）にあらわれ、日常生活に支障

が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にある人で、知的障がい

と判定された人です。知的障がいと判定されても、必ず療育手帳を持っていなけれ

ばならないということはありません。ご本人や保護者の希望で申請するものです。  

 

■ 内 容  療育手帳には知的障がいの障がい程度が記入されます。 

・Ａ１ → 知的障がい重度 

・Ｂ１ → 知的障がい中度 

・Ｂ２ → 知的障がい軽度 

療育手帳には再判定時期があり、手帳に記載されている次の判定年月前に再度判定を受

ける必要があります（ある一定の年齢に達すると生涯認定になる場合もあります)。 

新規・更新申請してから手帳が交付されるまで、３～４ヶ月程度かかります。次の判定年月を

過ぎると制度やサービスが受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。 

【申請手続きの方法】         ●印の書類は、福祉グループにあります。 

手続きの内容 手続きに必要なもの 

１． 新規の手帳申請 

・新規 

・他都道府県・大阪市･堺市からの転入 
 

● 療育手帳交付申請書 （様式第２号） 

○ 写真（たて４cm×よこ３cm） 

● 同意書（様式第３号）※転入者のみ 

２． 更新・等級変更 

数年に一度、判定の見直しを行います。 

手帳に記載されている「次の判定年月」の 

約３～４ヶ月前に手続きしてください。 

● 療育手帳更新申請書 （様式第５号） 

○ 写真（たて４cm×よこ３cm） 

○ 療育手帳 

３． 記載事項変更 

・氏名、保護者、電話番号等が変わった場合 

・府内の指定市以外からの転入 

・ 市内での転居 

● 療育手帳記載事項変更届出書 

（様式第６号）           

○ 療育手帳 

４．再交付申請 

  （破損・紛失・写真貼替） 

● 療育手帳再交付申請書（様式第７号） 

○ 写真（たて４cm×よこ３cm） 

○ 療育手帳 

○ 本人確認書類（紛失の場合） 

５．返還（死亡等） 

● 療育手帳返還届出書 （様式第８号） 

○ 療育手帳 

（その他受給していた福祉制度にかかるもの。） 

６．大阪市・堺市・府外への住所変更  
● 府外転出届出書   （様式第９号） 

○ 療育手帳 

※大阪市・堺市を除く府内市町村に転出の場合は、転出先で手続きをしてください。 

18歳以上は市役所での聞き取りが必要となります。（※事前に連絡をお願いします。） 

その他療育手帳に関して、わからないことがあればご相談ください。 

 



手帳の内容を確認しましょう 

                         手帳の交付日 

         手帳の交付番号          障がい者に認定され福祉制度を利用 

                                 できる様になった日です｡ 

 

 

 

 

 

 

生年月日 

 

総合判定 

障がいの程度   

です 

 

次の判定 

判定の見直し

時期です。 

約３～４ヶ月前 

に手続きして 

ください。 

             大阪府第☆☆☆☆☆号 

              令和★★年★★月★★日交付 

              （令和◎◎年◎◎月◎◎日更新） 

 

             氏名：狭山 太郎 

             令和★★年★★月★★日生 

氏 名 

名前が変わっ

た時は届出し

てください。 

 

 

運賃割引区分 

種別によって

運賃割引が異

なります。 

 

 

住所、電話番

号、保護者 

変更があれば

届け出してく

ださい。 

 

バス介護付 

対象者にはス

タンプを押して

います。 

 

 
旅客鉄道株式会社 

旅客運賃減額         

第１種 

知的障害者 

 

 

  総合判定   A 

  判定年月日  令和★★年★★月★★日 

  次の判定年月 令和★★年★★月 

  判定機関   大阪府富田林子ども家庭ｾﾝﾀｰ 

               大 阪 府 

（療育手帳） 

 

 本人住所：大阪狭山市狭山１丁目２３８４－１ 

   電話：072-366-0011 

 

 保護者    ：狭山 池郎 

          続柄：父 

   住所：大阪狭山市狭山１丁目２３８４－１   バス介護付 

   電話：072-366-0011 

 

 

     大阪府富田林子ども家庭ｾﾝﾀｰ   

相談に応     ℡0721-25-1131 

ずる機関     大阪狭山市福祉事務所    

℡072-366-0011 

 

※ 療育手帳は、数年毎に更新手続きが必要です。 

更新をされなかった場合は、福祉制度の利用停止や、資格がなくなることがあり

ます。 
 



 

精神障がい者保健福祉手帳   精 

この手帳は、精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活

に困っている人に交付するもので、障がい程度によって１級から３級までの区分があります。 

 
【参考】 

１．障がいの範囲 

   統合失調症、気分（感情）障がい、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質性精神障がい（高次 

脳機能障がい等）、及びその他（発達障がい等）の精神疾患の全てが対象であるが知的障がいは含 

まれない。 

２．障がい等級 

   手帳の１級及び２級は、国民年金の障がい基礎年金の１級及び２級と同程度。手帳の３級は、厚生年 

金の３級よりも広い範囲のものとする。 

（１級）…精神障がいであって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

   （２級）…精神障がいであって日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に制限を加えること 

を必要とする程度のもの 

   （３級）…精神障がいであって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社 

会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの 

手帳を取得することにより、障がいの程度に応じたサービスが利用できるようになります。 
 
※自立支援医療（精神通院医療）の申請と手帳の申請を同時に行うこともできます。 

※手帳の有効期間は２年間です。有効期限の３ヶ月前から、更新の手続きができます。 

※新規・更新申請してから手帳が交付されるまで、１～３ヶ月程度かかります。 
 

【諸手続きの方法について】       ●印の書類は、福祉グループにあります。 

種類 手続きの内容 手続きに必要なもの 

新規 

①診断書による申請 

 

※初診から６ヶ月以上経過していることが条件で

す。 

● 申請書 

● 診断書（３ヶ月以内のもの） 

○ マイナンバーカード（個人番号通知カード） 

○ 印鑑 

○ 写真１枚（たて４cm×よこ３cm） 

②精神障がいを要件とする年金証書による申請 

 

※この場合、年金証書と同じ等級になります。また、

年金の等級以外での認定を希望する場合は、診

断書の提出が必要です。 

● 申請書 

● 年金事務所等への照会に関する同意書 

○ 年金証書 

○ 直近の年金振込通知書又は直近の年金

支払通知書 

○ マイナンバーカード（個人番号通知カード） 

○ 印鑑      

○ 写真１枚（たて４cm×よこ３cm） 

③精神障がいを要件とする特別障がい者給付金

の証書による申請 

 

※特別障がい者給付金の等級以外での認定を希

望する場合は、診断書の提出が必要です。 

● 申請書 

● 年金事務所等への照会に関する同意書 

○ 特別障がい者給付金の証書 

○ 直近の特別障がい者給付金振込通知書

又は直近の特別障がい者給付金支払通

知書 

○ マイナンバーカード（個人番号通知カード） 

○ 印鑑       

○ 写真１枚（たて４cm×よこ３cm） 



更新 

①診断書による申請 

 

※有効期限の３ヶ月前から手続きできます。 

● 申請書 

● 診断書（３ヶ月以内のもの） 

○ マイナンバーカード（個人番号通知カード） 

○ 印鑑  ○ 写真１枚（たて４cm×よこ３cm） 

○ 精神障がい者保健福祉手帳 

 

②精神障がいを要件とする年金証書による申請 

 

※有効期限の３ヶ月前から手続きできます。 

なお、年金の等級以外での認定を希望する場

合は、診断書の提出が必要です。 

● 申請書 

● 年金事務所等への照会に関する同意書 

○ 年金証書 

○ 直近の年金振込通知書または直近の年金 

支払通知書 

○ マイナンバーカード（個人番号通知カード） 

○ 印鑑  ○ 写真１枚（たて４cm×よこ３cm） 

○ 精神障がい者保健福祉手帳 

③精神障がいを要件とする特別障がい者給付

金の証書による申請 

 

※有効期限の３ヶ月前から手続きできます。 

なお、特別障がい者給付金の等級以外での

認定を希望する場合は、診断書の提出が必要

です。 

● 申請書 

● 年金事務所等への照会に関する同意書 

○ 特別障がい者給付金の証書 

○ 直近の特別障がい者給付金振込通知書または 

直近の特別障がい者給付金支払通知書 

○ マイナンバーカード（個人番号通知カード） 

○ 印鑑  ○ 写真１枚（たて４cm×よこ３cm） 

○ 精神障がい者保健福祉手帳 

等級 

変更 

障がいの程度が変わったと思われる人は、有

効期限内でも手続きができます。（主治医に相

談してください。） 

 

※精神障がいによる障がい年金等を受給してい

る方は、年金証書の写し等によっても申請でき

ます。 

● 申請書 

● 診断書（３ヶ月以内のもの） 

○ マイナンバーカード（個人番号通知カード） 

○ 印鑑 ○ 写真１枚（たて４cm×よこ３cm） 

○ 精神障がい者保健福祉手帳 

● 年金事務所等への照会に関する同意書 

○ 年金証書 

○ 直近の年金振込通知書または直近の年金

支払通知書 

氏名 

変更 

や 

住所 

変更 

・氏名が変わった場合 

・市内転居した場合 

 

※他府県、他市へ転出する場

合は、転出先の担当窓口で

転入手続きをしてください。 

※他府県又は

他市町村か

ら転入の場

合 

● 申請書 

○ マイナンバーカード（個人番号通知カード） 

○ 印鑑  ○ 写真１枚（たて４cm×よこ３cm） 

（写真は、河内長野市・富田林市・太子町・河南 

町・千早赤阪村からの転入で｢転入時記載欄｣ 

使用の場合は不要） 

○ 精神障がい者保健福祉手帳 

※市内転居の

場合 

● 記載事項変更届 

○ 印鑑 

○ 精神障がい者保健福祉手帳 

再交

付 

紛失や破損、汚損の場合は、再交付申請をし

てください。 

● 申請書 

○ マイナンバーカード（個人番号通知カード） 

○ 印鑑  ○ 写真１枚（たて４cm×よこ３cm） 

○ 精神障がい者保健福祉手帳（破損・汚損） 

○ 本人確認書類（紛失の場合） 

返還 
・死亡した場合 

・手帳の所持が必要でなくなった場合 

● 返還届 

○ 精神障がい者保健福祉手帳 

○ 届出人の印鑑 

※その他、受給していた福祉制度に係るもの 

※ 詳しくは福祉グループまでお問い合わせください。 



手帳を受け取ったら内容を確認しましょう 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

写 真 

 

 

氏名      狭山 花子 

 

生年月日  昭和★★年★★月★★日 

 

障害等級      ◎級 

 

有効期限  令和★★年★★月★★日 

 

精神保健及び精神障害者福祉に 

関する法律第 45条の保健福祉手帳 

              

       

 

手帳番号    第 231☆☆☆☆☆号 

 

交付日     令和▲▲年▲▲月▲▲日 

 

住所      大阪府大阪狭山市狭山  

◎丁目◎◎－◎ 

 

 

 

大阪府大阪狭山市 

        

    

 

住所 

変更があれば

届け出してくだ

さい。 

手帳の交付日 

障がい者に認定され

て手帳を交付した日

です｡ 

障がい等級 

障がいの程度です。 

手帳の交付番号 氏 名 

氏名が変わった時は、届出

してください。 

有効期限 

この手帳の有効期

限です。 

３ヵ月前から更新手

続きができます。 



 

  2．難病患者   難 
 

障害者総合支援法（※）では、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者（発達障が

い・高次脳機能障がいを含む。）の人に加えて、難病患者等が対象となりました。           

 対象となる人は、身体障がい者手帳等の所持の有無に関わらず、必要と認められた障がい

福祉サービス等の受給が可能となります。 

 

※ 障害者総合支援法 …「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」 
 

 

■ 対象者  

障害者総合支援法で定めのある対象疾病により障がいがある人です。 

詳しくは、厚生労働省のホームページでご確認ください。（令和３年１１月１日時点で３６６疾病） 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/ 

shougaishahukushi/hani/index.html） 

 

ただし、介護保険の対象となる人は、介護保険制度が優先されます。 

 

■ 手続き 

対象疾病にかかっていることがわかる証明書（診断書又は特定医療費（指定難病）

受給者証等）を持参の上、福祉グループへ申請をしてください。 

その後、障がい支援区分の認定や支給決定等の手続きを経て、必要と認められたサ

ービスを利用できることになります。 

 特定医療費（指定難病）受給者証の交付は富田林保健所で行っています。 

詳しくは富田林保健所に問い合わせてください。 

 

■ 障がい福祉サービス等 

  

 ⑴ 難病患者等 

  ① 障がい福祉サービス…居宅介護、短期入所など（Ｐ４５～Ｐ４９参照） 

  ② 補装具費の支給…車いす、杖、歩行器、靴型装具など（Ｐ１４参照） 

  ③ 地域生活支援サービス…相談支援、移動支援、日常生活用具（移動・移乗支援用具 

電気式たん吸引器など）（Ｐ１５～１８参照） 

 

 ⑵ ⑴の中で１８歳未満の人 

  ① 障がい児通所支援（Ｐ４６参照） 

  ② 障がい児入所支援（Ｐ４６参照） 

 

※ 詳しくは福祉グループまでお問い合せください。 



 

３．相談したいとき 

相 談 機 関 等    

機関等名 相談内容 所在地 

大阪狭山市福祉事務所 
（福祉グループ） 
身 知 精 難 

障がい者(児)福祉についていろいろな相談
や助言などを行っています。たとえば、日常
生活や社会活動で困っていることなどの相
談に応じています。 

〒589-8501 
大阪狭山市狭山１-２384-1  
TEL  072-366-001１ 
FAX  072-366-9696 

基幹相談支援センター 
身 知 精 難 

障がい者（児）・その保護者・介護者からの相談
に応じ、必要な情報を提供したり、助言などを行
っています。（相談支援事業所） 

〒589-0005 
大阪狭山市狭山1-862-5   
市役所南館１階 
TEL  072-365-1144 
FAX  072-368-9933 

相談支援センター 
ぱるぱる 
身 知 精 難 

障がい者（児）・その保護者・介護者からの相談
に応じ、必要な情報を提供したり、助言などを行
っています。（相談支援事業所） 

〒589-0011 
大阪狭山市半田1-624-3 
浦島ビル１階 
TEL  072-368-8666 
FAX  072-288-4511 

地域活動支援センター
（いーず）   精 

精神障がい者（児）・その保護者・介護者からの
相談に応じ、必要な情報を提供したり、助言など
を行っています。（相談支援事業所） 

〒589-0005 
大阪狭山市狭山1-2382-1  
ｱｰﾈｯﾄｽﾀｼｵﾝ大阪狭山203号 
TEL  072-367-3990 

大阪狭山市 
子育て支援グループ 
身  知  精 

０歳から１８歳までの子どもとその家族等の
相談に応じ、問題解決のための支援を行っ
ています。 

〒589-8501 
大阪狭山市狭山1-2384-1 
TEL  072-366-0011 
FAX  072-366-1254 

大阪狭山市 
高齢介護グループ 
身 知 精 難 

高齢者の福祉についていろいろな相談や助
言などを行っています。たとえば、日常生活
や介護で困っていることなどの相談に応じて
います。 

〒589-8501 
大阪狭山市狭山1-２384-1  
TEL  072-366-001１ 
FAX  072-366-9696 

大阪狭山市立 
保健センター 
身 知 精 難 

健康づくり、生活習慣病予防などについての相談
に応じています。 

〒589-0032 
大阪狭山市岩室1-97-3  
TEL  072-367-1300 
FAX  072-367-1359 

大阪府障がい者自立 
相談支援センター 

 
身  知  難 

【身体障がい者支援課】 
  身体障がい者・難病等に係る補装具や自
立支援医療（更生医療）の判定、専門的
相談・指導、巡回相談の場等への理学療
法士及び作業療法士の派遣、高次脳機能
障がいについての相談に応じています。 
【知的障がい者支援課】           
知的障がいの判定、専門的相談・指導
の実施や、発達障がいを伴う知的障がい
のある人への支援を実施しています。 

〒558-0001 
大阪市住吉区大領3-2-36 
 大阪府障がい者医療・リハビリテー
ションセンター内 
【身体】TEL 06-6692-5262 
【知的】TEL 06-6692-5263 
【共通】FAX 06-6692-5340 

06-6692-3981  



 

機関等名 相談内容 所在地 

大阪府 
富田林保健所 

 
身  精  難 

・こころの健康づくり(メンタル・ヘルス)から、
こころの病の治療、障がい者の社会復帰・社
会参加に関することなどに、専門職員が相
談に応じています。 
・特定疾病（難病）、母子保健（身体障がい
児や小児慢性特定疾病児童等の養育・療養
等）に関することを行っています。 

〒584-0031 
富田林市寿町3-1-35 
TEL 0721-23-2681 
FAX 0721-24-7940 

大阪府富田林子ども 
家庭センター 
身  知  精  

身体・知的・精神障がい児などの問題につ
いて、医師・心理判定員・ケースワーカーな
どの専門職員が相談に応じ、必要な調査を
行い、総合的な判定・助言・指導・施設利用
の手続きなどを行っています。 

〒584-0031 
富田林市寿町2-6-1 
  南河内府民ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ内 
TEL 0721-25-1131 
FAX 0721-25-1173 

大阪府こころの健康総合
センター 
（こころの電話相談）  精  

こころの健康づくりをはじめ、精神的な病気の治
療に関すること、精神障がい者の社会復帰・社会
参加に関する総合的な精神保健福祉相談に応じ
ています。 

〒558-0056 
大阪市住吉区万代東3-1-46  
TEL 06-6691-2811 
FAX 06-6691-2814 

こころの救急電話相談 
（おおさか精神科救急 
ダイヤル）  精  

こころの病気の緊急時に、精神保健福祉士など
専門相談員が２４時間で相談に応じ、必要に応じ
て精神科救急医療機関や福祉関係機関を案内し
ています。  

TEL 0570-01-5000 

 
大阪難病相談支援 
センター    

難 
 

難病患者やそのご家族から、療養上の不安
や悩みなどの相談に応じています。事前予
約が必要です。 

〒558-0056 
大阪市住吉区万代東 3-1-46大阪
府こころの健康総合センター３階 
TEL 06-6926-4553 
FAX 06-6926-4554 

 
大阪難病医療情報 
センター 

難 
 

難病の専門情報の蓄積・提供や、医療従事
者等への研修、難病相談会などを実施し、難
病患者の人やそのご家族への生活支援を行
っています。 

〒558－0056 
大阪市住吉区万代東3-1-56 
大阪府立急性期･総合医療センター     
TEL 06-6694-8816 
FAX 06-6608-8416 

ハローワーク河内長野 
身 知 精 難 

専門の職員、職業相談員を配置し、職業相
談、就職あっせんから就職後の職業適応指
導までを行っています。事前予約が必要で
す。 

〒586-0025 
河内長野市昭栄町7-2 
TEL 0721-53-3081 
FAX 0721-53-3194 

南河内南障害者就業・
生活支援センター 
身 知 精 難 

就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必
要とする障がいのある人に対し、抱える課題
に応じて、就業面及び生活面の一体的な支
援を行います。 

〒586-0025 
河内長野市昭栄町2-1-101 
TEL 0721-53-6093 
FAX 0721-53-6095 

大阪後見支援センター 
（あいあいねっと） 

 知   精  

知的・精神障がい者の人への差別やいじめ、財
産侵害などの 問題について、弁護士や社会福祉
士などが相談に応じています。 

〒542-0012 
大阪市中央区谷町7-4-15 
大阪府社会福祉会館内 
TEL 06-6191-9500 

大阪府発達障がい者支
援センター(アクトおお
さか)   精 

自閉症などの発達障がいのある人、その家
族などからの相談、就労支援、啓発研修等
の事業を行っています。 
 

〒540-0026 
大阪市中央区内本町1-2-13 
谷四ばんらいビル 10階A 
TEL 06-6966-1313 

河内長野ぴょんぴょん
教室  
身：聴覚（児） 

きこえない・きこえにくい乳幼児等の相談・支
援の事業を行っています。 

〒５８６-00３2 
河内長野市栄町２５-3７ 
児童療育支援プラザ内 
TEL・FAX 0721-２6-7312 

 
※  聴覚障がい者や言語障がい者が市役所内の各窓口で、手続などを行うときにお手伝いする手
話通訳者を福祉グループ窓口に配置しています。（９時～１７時） 



 

身体障がい者・知的障がい者相談員   身   知  

 身体障がい者（児）・知的障がい者（児）の身近な問題について、大阪狭山市長から委嘱を受けた

相談員が福祉センター「さつき荘」等で相談に応じています。 
 

障がい種別 相 談 日 連絡先 

身体障がい者（児） 詳しくは広報をご確認ください。 福祉センター「さつき荘」 

大阪狭山市今熊１－８５ 

TEL  072-366-2022 

FAX  072-366-0880 知的障がい者（児） 詳しくは広報をご確認ください。 

 

 

CSW（コミュニティソーシャルワーカー）   身  知  精  難 

障がい者や高齢者、ひとり親家庭など、日常生活でのさまざまな相談をお聞きし、必要な制度や

サービスが使えるように専門の窓口とつなぐ等の支援を行います。 

概ね、中学校区に１名配置しています。 
 

担当 

中学校区  
CSW 配置施設  所在地  相談時間  

電話番号  

FAX 

狭山中学校区 

大阪狭山市役所 南館 

（社会福祉法人 大阪狭山市

社会福祉協議会） 

狭山1-862-5 

月～金 

9時～ 

17時30分 

070-6500-9856 

072-368-9933 

南中学校区 社会福祉法人 自然舎 西山台3-4-1 

月～金 

9時～ 

17時30分 

080-1473-5125 

072-367-5501 

第三中学校区 

大阪狭山市立心身障がい者福

祉センター及び母子・父子福

祉センター 

（社会福祉法人 大阪狭山市

社会福祉協議会） 

今熊1-85 

月～金 

9時～ 

17時30分 

072-367-1761 

072-366-7407 

 

民生委員・児童委員  身  知  精  難 

地域において、福祉事務所・子ども家庭センターなどの関係機関の業務に協力し、地域福祉に関

わる各種の相談などに応じています。 
 

みなさんの地域の民生委員・児童委員を知りたいときは、大阪狭山市社会福祉協議会（TEL  

367-1761・FAX  366-7407）までお問い合わせください。 

 



４．日常必要な装具など 
   

補装具  身   難 
 

 身体上の障がいを補うための用具を購入または修理する場合、それにかかった費用の９割を補装
具費として支給します。（ただし、補装具の種類によっては、障がいの種別、等級により交付等が制限

される場合があります。）また、残りの１割が利用者負担となりますが、負担が重くなりすぎないように

所得に応じて利用者負担上限額が設定され、負担の軽減が図られます。 
 

■利用者負担上限額 

一般世帯 市町村民税課税世帯 37,200円  

低 所 得 市町村民税非課税世帯 0円  

生活保護 生活保護受給世帯 0円  

ただし、一定所得以上【障がい者の場合は本人及び配偶者・障がい児の場合は本人が属する世

帯の生計維持者の市民税所得割額が４６万円以上】の場合は、支給対象外です。 
 

■補装具費支給の流れ 
③契約                          ①費用給付申請 

利 用 者          ⑥費用支払いの請求（90／100） 

④製品の引き渡し （申請者） 

 

                                                                    ②費用給付決定（種目・金額） 

⑤補装具の購入（修理）費                                   ※申請者が適切な業者の選定 

の支払い（100／100）                                     に必要となる情報の提供 

                                                                    ⑦費用の支払い（補装具費の支給） 

 

補装具製作 

(販売)業者 （支 払）                （請 求） 

                                                 

 

   ③－１ 製作指導 

   ③－２ 適合判定                          自立相談支援センター等        ①－１ 判定依頼 

                                           指定自立支援医療 

 機関・保健所  

①－２ 判定書の交付 
  

※ご自分で先に購入せずに、必ず事前にご相談ください。 
 

肢体不自由者（児） ・難病 
義肢、装具（上肢・下肢・体幹装具）、座位保持装置、車いす、電動車いす、

歩行器、歩行補助つえ（一本つえを除く）、 

視覚障がい者（児） ・難病 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 

聴覚障がい者（児） ・難病 補聴器 

言語機能障がい者 （ 児 ） 

かつ、肢体不自由者（児）・難病 
重度障がい者用意志伝達装置 

内 部 障 がい 者（児）・難病 車いす、電動車いす 

・大阪府身体障がい者自立相談支援センターの判定書が必要です。 

・児童の場合は、指定自立支援医療機関の意見書が必要です。 

※車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえの一部は、介護保険でのレンタル給付が優先されます。 

 

難聴児への補聴器購入費用の交付  身 
身体障がい者手帳の交付対象とならない程度の難聴児に対し、補聴器購入費用の一部を交付 

します。 また、補聴器を購入するために検査を受けた難聴児に対し、その検査料を交付します。 

※詳しくは福祉グループまでお問い合わせください。 

利用者の同意と 

契約 (市と業者） 
に基づく代理受領 

 

市 



日常生活用具（地域生活支援事業 P50参照≫）

※　原則として、１割の利用者負担がありますが、負担が重くなりすぎないように本人及び家族の前年の

　所得に応じて、下記のような利用者負担上限額が設定され、負担の軽減が図られています。

　　　【利用者負担上限額】　  課税世帯⇒24,000円　　　非課税世帯⇒0円　　生活保護⇒0円

※

≪手続きの流れ≫

※ご自分で先に購入せずに、必ず事前にご相談ください。

難病患者
障がい部位等 等級 給付要件

下肢

体幹 下 肢

体 幹

下肢
体幹 寝 た き り

・和式便器の上

　に置く腰掛式

　便座
・洋式便器の補

高便座

・移動可能便器

(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾄｲﾚ）

25,000円

・電動式立ち上

　がり補助便座

100,000円

平衡

下肢 ―

体幹

常時介
護を要
する
もの

 原則として、学齢児以上の
もの

下 肢

　在宅の障がい者(児)及び難病患者等が日常生活をより円滑に行うことができるよう、必要に応じて日常生活用具が
給付されます。

【利用者負担上限額】　  課税世帯⇒24,000円　　非課税世帯⇒0円　　生活保護⇒0円

身体・知的・精神障がい者

給付要件

特 殊 寝 台 特殊寝台については、原則として使用
者の頭部、脚部の傾斜角度を個別に
調整できる機能を有するもの
訓練用ベッドについては、腕、脚の訓
練のできる器具を備えたもの

8

　ただし、一定所得以上【障がい者の場合は本人及び配偶者・障がい児の場合は本人が属する世帯の生計維持者
の市民税所得割額が46万円以上】の場合は、支給対象外です。

寝 た き り

19,600円
1級

原則として、学齢児以上の
もの

原則として、常時介護が必
要な３歳以上のもの

 申請 　　　福祉事務所 　　　　　給付券の発行  業者

介
護
訓
練
支
援
用
具

1・2級

常時介護を要する学齢児
以上のもの

原則として、下着交換等の
際に介助を要する学齢児
以上のもの

1・2級

訓 練 用
ベ ッ ド

159,200円
原則として、学齢児以上の
もの

特 殊 マ ッ ト
褥瘡の防止又は失禁等による汚染又
は損耗を防止できる機能を有するも
の

5

154,000円

1級

訓 練 い す

知的 Ａ

5 67,000円

下肢
体幹

5

自 力 で 排

尿 で き な

い も の

入 浴 担 架
障がい者（児）を担架に乗せたままリ
フト装置により入浴させるもの

5 82,400円 1・2級
原則として、入浴の際に介
助を要する３歳以上のもの

特 殊 尿 器
尿が自動的に吸引されるもので、障
がい者（児）又は介護者が容易に使
用し得るもの

寝 た き り

移 動 用
リ フ ト

介護者が重度身体障がい者（児）を
移動させる際、容易に使用し得るも
の。天井走行型その他住宅改造及び
住宅改修を伴うものを除く。

4 159,000円 1・2級 原則として、３歳以上のもの
下 肢
体 幹

体位変換器 15,000円

家庭内の移動において介
助が必要なもの。
原則として、学齢児以上の
もの

障がい児が容易に使用し得るもの。
原則として、附属のテーブルをつける。

5 33,100円 1・2級 原則として、３歳以上のもの

90,000円

下肢
体幹

介助者が障がい者（児）の体位を変
換させるのに容易に使用し得るもの

―

便 器

障がい者（児）が容易に使用し得るも
の。ただし、取替えにあたり住宅改修
を伴うものは除く。(ウォシュレットタイ
プ可）

10 1・2級

入浴に介
助を要す
る も の

移 動 ・ 移 乗
支 援 用 具

手すり、スロープ等。必要な強度と安
定性を有するもので、転倒防止、立ち
上がり動作の補助、移乗動作の補助、
段差解消等の用具とする。ただし、設
置にあたり住宅改修を伴うものを除
く。

8 60,000円

自
立
生
活
支
援
用
具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽へ

の入水等を補助でき、障がい者(児)
又は介助者が容易に使用し得るもの。
ただし、設置にあたり住宅改修を伴う
ものを除く。

入浴に介助を必要とする者
（児)。原則として、３歳以上
のもの

8
入 浴
補 助 用 具

種　目 性　　　　能

耐

用

年

数

限度額
対　　象　　者

    身  知  精  難



難病患者
障がい部位等 等級 給付要件

平衡
下肢
体幹

精神 1級

知的 Ａ

精神 1級

聴覚障がい者

用目覚時計の

場合

　12,600円

電 気 式 た ん

電気式たん吸
引器・ネブライ
ザー一体型

5 69,000円

視覚障がい者用

体 温 計
（ 音 声 式 ）
視覚障がい者用

体 重 計
（ 音 声 式 ）

平衡
下肢
体幹

対　　象　　者

歩行に補助を必要とする者
（児）

原則として、学齢児以上の
もの

それぞれ火災発生の感知及び

避難が著しく困難なもの（当該

者の世帯が単身世帯及びこれ

に準ずる世帯に限る。）

障がい等級が1級と記載され

ている人又は精神障がいを事

由とする障がい基礎年金の等

級が１級に該当している人

身体
知的

透　析　液
加　温　器

身体・知的・精神障がい者

歩行補助つえ
（一本杖）

給付要件
種　目 性　　　　能

耐

用

年

数

限度額

自
立
生
活
支
援
用
具

歩行時に身体を支え、安定することの
できるもの

3 3,500円 ―

転倒の衝撃から頭部を保護できるも
の

―

重度又は最重度の知的障が

い者（児）でてんかんの発作等

により頻繁に転倒するもの

障がい等級が1級と記載され

ている人又は精神障がいを事

由とする障がい基礎年金の等

級が１級に該当している人

3

1・2級
Ａ

頭部保護帽

足踏みペダルで温水・温風を出し得
るもの。ただし、取替えにあたり住宅改
修を伴うものは除く。

10 150,000円
上肢 1・2級

知的 Ａ

特 殊 便 器

自動消火器
室内温度の異常上昇又は炎の接触
で自動的に消火液を噴射し、初期火
災を消火し得るもの

8 15,000円

身体
知的

火災警報器
室内の火災を煙又は熱により感知し、
音又は光を発し、屋外にも警報ブザー
で知らせ得るもの

8 22,000円

1・2級
Ａ

それぞれ火災発生の感知及び

避難が著しく困難なもの（当該

者の世帯が単身世帯及びこれ

に準ずる世帯に限る。）

左記に同じ

精神 1級

障がい等級が1級と記載され

ている人又は精神障がいを事

由とする障がい基礎年金の等

級が１級に該当している人

Ａ

視覚 1・2級

知的

歩 行 時 間 延
長 信 号 機 用
小 型 送 信 機

視覚障がい者（児）が容易に使用し
得るもの

10 7,000円 視覚

電磁調理器
視覚障がい者又は知的障がい者が
容易に使用し得るもの

聴覚障がい者
用屋内信号
装置

音、音声等を視覚、触覚等により知覚
できるもの

10

6 15,000円

呼吸器

1・3級

左記障がいと同程度の身
体障がい者であって、必要
と認められる者（児）も可。
■一体型の給付を受けた
場合は、ネブライザー及び
電気式たん吸引器の給付
を受けたものとする。

1・2級
原則として学齢児以上のも
の

原則として18歳以上のもの

2級
聴覚障がい者のみ及びこ
れに準ずる世帯で日常生
活上必要と認められる世帯

1・3級

自己連続携行式腹膜潅流法

（CAPD)による透析療法を行

うもので、原則として３歳以上

のもの

透析液を加温し、一定温度に保つも
の

5 51,500円 腎臓

87,400円

聴覚

吸  引  器

動脈血中酸
素飽和度測
定器(ﾊﾟﾙｽｵｷ
ｼﾒｰﾀｰ)

障がい者（児）が容易に使用し得るも
の

5

42,000円
（障がいの状況

により、上記の

金額では対応

できない医学的

な理由が認めら

れる場合は、

157,500円）

障がい者（児）が容易に使用し得るも
の

5 36,000円

障がい者（児）が容易に使用し得
るもの

ネブライザー

酸 素 ボ ン ベ
運 搬 車

障がい者が容易に使用し得るもの 10 17,000円 ―

呼吸器
機能に
障がい

のあるも
の

医療保険における在宅酸素療

法を行う者

■医師の意見書が必要です。

障がい者（児）が容易に使用し得るも

の
5 56,400円

障がい者（児）が容易に使用し得るも
の

5 9,000円

視覚

1・2級
原則として学齢児以上のも
ので、視覚障がい者のみ及
びこれに準ずる世帯

障がい者（児）が容易に使用し得るも
の

5 18,000円 1・2級
視覚障がい者のみ及びこ
れに準ずる世帯

在
宅
療
養
等
支
援
用
具

上肢

35,000円



難病患者

障がい部位等 等級 給付要件

視覚障がい者用

血 圧 計
（ 音 声 式 ）

携 帯 用

会 話 補 助
装 置

60,000円

　10,700円

点 字 タ イ プ

ラ イ タ ー

（触読式時計）

10,300円

（音声時計）

13,300円

聴覚障がい者

用通信装置

―
ボタン電池
2,500円

3
充電池及び

充電器

30,000円

原則として学齢児以上のもの

視覚障がい
者用地上デ
ジタル放送
対応ラジオ

地上デジタルテレビ放送を受信する機能

を有するもので、視覚障がい者（児）が容

易に使用し得るもの
5 29,000円 視覚 1・2級

視覚

1・2級
パーソナルコンピューターの変

更・ＯＳの更新に伴う購入費を

含む。

視覚障がい者のみ及びこ
れに準ずる世帯

対　　象　　者
身体・知的・精神障がい者

給付要件

種　目 性　　　　能

耐

用

年

数

限度額

―

点字ディスプ
レイ

文字等のコンピューターの画面情報
を点字等により示すことのできるもの

6 383,500円

障がい者（児）が容易に使用し得
るもの

5 20,000円 1・2級

視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい
者(原則として視覚障がい２級以上かつ聴覚障
がい２級)又は視覚障がい２級以上の身体障が
い者（児）であって、必要と認められるもの
原則として学齢児以上のもの

肢体不自由で、発声・発語に

著しい障がいを有する者（児）

も可。原則として学齢児以上の

もの

情 報 ・ 通 信
支 援 用 具

視覚障がい者用音声ソフトや肢体不
自由者用マウスなど、パーソナルコン
ピューターと接続して使用し得るもの

3
上肢
視覚

を限度とし、福
祉事務所長が
認めた額

携帯式で、ことばを音声又は文章に変
換でき、障がい者（児）が容易に使用
し得るもの

5 98,800円
音声
言語

点 字 器
点字を打つための用具で障がい者
（児）が容易に使用し得るもの。また、
点筆を含むものであること。

7

視覚

―

障がい者（児）が容易に操作できるも
の

5 63,100円 1・2級
原則として就労もしくは就
学しているか又は就労が見
込まれるもの

視覚障がい
者用ポータ
ブルレコー
ダー

音声等により操作ボタンが知覚又は
認識でき、かつ、DAISY方式による録
音及びDAISY方式により記録された
図書の再生が可能な製品であって、
視覚障がい者（児）が容易に使用し
得るもの

6 1・2級
原則として学齢児以上のも
の

85,000円

視覚障がい
者用活字文
書読上げ装
置

文字情報と同一紙面上に記載された
当該文字情報を暗号化した情報を読
み取り、音声信号に変換して出力する
機能を有するもので、視覚障がい者
（児）が容易に使用し得るもの。
（タッチメモ等のＩＣタグレコー
　ダーを含む。）

6
99,800円

1・2級
原則として学齢児以上のも
の

視覚障がい
者用拡大等
読書器

画像入力装置を読みたいもの又は聞
きたいもの（印刷物等）を読み込ませ
ることで、簡単に拡大された画像（文
字等）をモニターに映し出せるもの又
は活字文章を認識し、音声読み上げ
するもの

8 198,000円 ―

本装置により文字等を読む
ことが可能になる者(児)。
原則として、学齢児以上の
もの

音声時計は、手指の触覚に
障がいがある等のため触
読式時計の使用が困難な
者を原則とする。

一般の電話に接続することができ、音
声の代わりに、文字等により通信が可
能な機器であり、障がい者（児）が容
易に使用し得るもの

5 71,000円

聴覚

―

視覚障がい者が容易に使用し得るも
の

10 1・2級

発声・発語に著しい障がいを

有する障がい者(児)も可。

コミュニケーション、緊急連絡

等の手段として必要と認めら

れる者(児)。原則として、学齢

児以上のもの

聴覚障がい
者 用 情 報
受 信 装 置

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい
者用番組並びにテレビ番組に字幕及
び手話通訳の映像を合成したものを
画面に出力する機能を有し、かつ、災
害時の聴覚障がい者向け緊急信号を
受信するもので、聴覚障がい者（児）
が容易に使用し得るもの

6 88,900円 ―
本装置により、テレビの視
聴が可能になる者(児)

情
報
意
思
疎
通
支
援
用
具

人工内耳用
電　　池

人工内耳用電池等 聴覚 ―
聴覚障がい者（児）であっ
て、現に人工内耳を装用し
ているもの

視覚障がい
者 用 時 計



難病患者

障がい部位等 等級 給付要件

23,760円

視覚 ―

（蓄便袋） 直腸

13,000円 (人工肛門)

(紙おむつ等) （蓄尿袋） ぼうこう

13,000円 (人工膀胱)

1・2・3
級

下 肢

体 幹

欄は、介護用具にある品目です。(介護保険対象Ｐ.53）

 難

―
音声
言語

耐

用

年

数

人 工 咽 頭
音声機能を喪失した者（児）が音声を
代用し得るもの

―

埋込型人工鼻

点 字 図 書 点字により作成された図書 ―

年間６タイトル又

は24巻を限度と

し、福祉事務所

長が認めた額

主に情報の入手を点字に
よっている視覚障がい者
（児）

対　　象　　者
身体・知的・精神障がい者

給付要件
種　目 性　　　　能

咽頭・喉頭の摘出により音
声機能を喪失した者（児）

5 72,200円

限度額

―

―

ぼうこう 　高度の排尿機能障がい者（児）

パウチ・固定ベルトなどの
付随する用具を含む。
ストマ用装具を装着するこ
とが困難なものは紙おむつ

を支給する。
―

※　住宅改修費の給付は、原則として、同一対象者につき１回限りです。

収 尿 器
採尿器と蓄便袋で構成され、身体に
固定して尿を溜めておくことのできる
もの

1 9,000円

特殊便器への取替えは上
肢障がい１・２級以上の者。
ただし、介護保険給付の対
象となるものは除く。

排
泄
管
理
支
援
用
具

ストマ用装具

※　脳原性運動機能障がいの場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障がいに準じて取り扱うものとする。

※　機器の設置にあたり、派生的に発生する周辺経費及び取付工事費等は、原則として自己負担とする。

住
宅
改
修
費

12,000円
３歳以上の高度の排便又は排尿機能障がい者
(児)で、脳原性運動機能障がいかつ意思表示
困難者。洗腸用具、サラシ、ガーゼ等を含む。

人工肛門や人工膀胱を造設した者が
身体に装着し、排出物を溜めることの
できるもの

※詳しくは福祉グループまでお問い合わせください。

　　用具の給付を受けるには、次の各号のすべてに該当する必要があります。　

咽頭・喉頭の摘出により音
声機能を喪失し、常時埋込
型の人工喉頭を使用する
者（児）

　①　本市に在住し、住民基本台帳に記録されている人

　②　小児慢性特定疾病医療受給者証を持っている人

　　世帯の所得税額等により、費用負担があります。

　③　障害者総合支援法等による施策の対象とならない人

■ 費用負担

在宅の小児慢性特定疾病児童が日常生活を円滑に過ごせるよう必要に応じて日常生活用具を給付します。

・便器 ・特殊マット ・特殊便器 ・特殊尿器 ・特殊寝台 ・体位変換器 ・入浴補助用具 ・車いす

・パルスオキシメーター ・ストマ装具（蓄尿袋・蓄便袋） ・人工鼻

■ 対象者

・歩行支援用具 ・電気式たん吸引器 ・頭部保護帽 ・クールベスト ・紫外線カットクリーム ・ネブライザー

 ※ご自分で先に購入せずに、必ず事前にご相談ください。

居宅生活動
作補助用具

手すり、スロープ、便器、その他障がい
者の移動等を円滑にするための用具

― 200,000円

紙 お む つ

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業

■ 対象種目（１８種目）

※　詳しくは、福祉グループまでお問い合わせください。

※　特に記載のないものについても、医師の意見書を求める場合があります。

下肢
体幹

脳原性
移動機

能障がい



５.医療費の助成等 
 

名   称 内   容 対 象 者 問い合わせ 

後期高齢者医療

制度 

身 知 精 

７５歳以上の人を対象とする医療保

険制度です。 

６５歳以上７４歳以下の人で申請

により広域連合が一定の障がいが

あると認めた人も加入することがで

きます。 

①７４歳以上の人 

②６５歳から７４歳の人で、 

申請により広域連合が一定

の障がいがあると認めた人 

保険年金

グループ 

重度障がい者医療 

 

身 知 精 難  

障がい者の医療費を軽減するた

めに重度障がい者医療証を発行

し、保険給付に伴う医療費の自己負担分

の一部を公費で負担します。この医療

証を病院等で健康保険証と一緒に

提示されると、医療費が１日５００円

までに減額されます。  ただし、障が

い者本人の総所得が４７２万１千円を超

える人は除きます。 

（また、障がい者本人に扶養親族がいる

場合、１人の扶養につき、３８万円が上記

基準額に加算されます。） 

①身体障がい者手帳１級・２級

の人 

②療育手帳がＡの人 

③療育手帳Ｂ１と身体障がい者

手帳の両方を持っている人 

④精神障がい者保健福祉手帳 

１級の人 

⑤特定医療費（指定難病）また

は特定疾患医療受給者証所

持者でかつ、障がい年金（ま

たは特別児童扶養手当）１級

に該当する人 

自立支援医療 

（ 更 生 医 療 ） 

 

身 

指定自立支援医療機関で、身体上

の障がいを軽減し、日常生活を容易に

するための医療が受けられます。なお、

利用者は原則として医療費の１割を負

担することになります。（ただし、自立支

援医療を受診する人が加入している医

療保険の「世帯」で所得区分が認定さ

れ、１ヶ月あたりの自己負担上限額が

設定されることにより、本人負担が重く

なりすぎないようになっています）。 

身体障がい者手帳を交付された

１８歳以上の人 

福祉 

グループ 

自立支援医療 

（育成医療）身 
同  上 

 

１８歳未満の人 

 

自立支援医療 

(精神通院医療 ) 

精 
 

指定自立支援医療機関で必要と

した医療費のうち、９割を健康保険

やその他の制度を組み合わせて公

費で負担。 

（原則、１医療機関、有効期間１年） 

精神疾患があり継続して通院

治療を必要とする人 

指 定 難 病 

医 療 費 助 成 

難 

難病のうち、厚生労働省が指定

する特定の疾病に対して、医療費の

助成があります。 

対象となる難病と診断され、か

つ認定基準を満たしている人 

大阪府 

富田林 

保健所 

0721-23

-2681 

 

小児慢性特定 

疾病医療費助成 

難 

慢性疾病のうち、厚生労働省が

指定する特定の疾病に対して、医療

費の助成があります。 

慢性疾病により長期にわたり治

療を続けている１８歳未満の児

童等 

 

 



 

後 期 高 齢 者 医 療 制 度  身  知  精 

■ 被保険者となる人 

① ７５歳以上の人 

② ６５歳以上７５歳未満の人で、申請により後期高齢者医療広域連合が一定の障がいがあると認めた人  

１．身体障がい者手帳１級～３級をお持ちの人 

２．身体障がい者手帳４級をお持ちの人で、次のいずれかに該当する人 

①音声機能または言語機能の著しい障害があるもの  

②両下肢すべての指を欠くもの 

③１下肢を下腿の２分の１以上欠くもの             

④１下肢の著しい障害があるもの 

３．療育手帳Ａの人 

４．精神障がい者保健福祉手帳１級・２級の人 

５．国民年金法等における障がい年金１・２級の人 

■ 問い合わせ先 保険年金グループ 後期高齢者医療担当 

 
 
 

重重  度度  障障  がが  いい  者者  医医  療療  助助  成成  制制  度度       身  知  精  難 

■ 対象者 

次のいずれかに該当する人（生活保護・他の公費医療制度等に該当する場合は、除きます。） 

  ① 身体障がい者手帳１級・２級を持っている人 

  ② 療育手帳Ａを持っている人 

  ③ 療育手帳Ｂ１と身体障がい者手帳の両方を持っている人 

  ④ 精神障がい者保健福祉手帳１級を持っている人 

  ⑤ 特定医療費（指定難病）または特定疾患医療受給者証所持者でかつ、障がい年金（または特別児 

童扶養手当）１級に該当する人 

■ 所得制限 

 本人の所得が、所得制限額を超える場合は、助成の対象になりません。 

扶養親族等の数 所得制限額 

０ 人 

１ 人 

２ 人 

４７２万１,０００円 

５１０万１,０００円 

５４８万１,０００円 

    ※ 扶養親族３人目以降は、一人につき３８万円を加算します。詳しくは問い合わせてください。 

■ 手続きに必要なもの 

対象者①健康保険証・身体障がい者手帳 

対象者②健康保険証・療育手帳 

対象者③健康保険証・療育手帳・身体障がい者手帳 

対象者④健康保険証・精神障がい者保健福祉手帳 

対象者⑤健康保険証・特定医療費（指定難病）受給者証、年金証書または特別児童扶養手当の証書

または診断書（転入して来られる人は、所得の確認が必要な場合があります。） 

■ 医療費助成の対象 

  ・医療保険が適用される医療 

  ・訪問看護ステーションが行う訪問看護（医療保険分） 

■ 医療費の支払について（自己負担金） 

1 つの医療機関・訪問看護ステーションあたり、入院・入院外（医科・歯科別）１日５００円以内、院外調

剤は１つの薬局あたり１日５００円以内、治療用装具は１つの意見書あたり５００円以内が自己負担となり

ます。月額の上限は３，０００円です。 

■ 問い合わせ先  保険年金グループ 福祉医療担当 



 

自立支援医療（更生医療・育成医療）   身 

 

■更生医療・育成医療とは 

18歳以上で身体障がい者手帳をお持ちの人（更生医療の対象）又は 18歳未満の身体障がい児

（育成医療の対象）が更生医療又は育成医療の指定を受けている医療機関で、身体上の障がいを軽

減し、日常生活を容易にするための医療費の支給が受けられます。 

ただし、自己負担があり、原則として医療費の１割で、入院時の食費については、自己負担となります。また、

所得に応じて負担の上限月額が定められます。なお、一定所得以上の場合は原則対象外になります。 

 

■申請手続きの方法            ●印の書類は、福祉グループにあります。 

項 目 申請に必要なもの 

自立支援医療 

（更生医療・育成医療） 

新規・再認定・変更 

● 自立支援医療費（育成医療・更生医療）支給認定申請書 

● 調査の同意書 

（ただし、1月1日以降に転入された人は前年の所得課税証明書等の提出が必要です 

が、マイナンバーで前年度の所得課税の内容が確認できた場合は提出不要） 

● 自立支援医療意見書 

● 自立支援医療費用明細書（更生医療のみ）  

○ 身体障がい者手帳（更生医療のみ） 

○ 印鑑 

○ マイナンバー 

○ 健康保険証（同一保険加入者全員分の写し） 

※ 更生医療については、申請時に聞き取り調査をさせていただきます。（大阪府への判定依頼に必要です。） 
 

■自立支援医療（更生医療・育成医療）の対象者（児及び保護者）、自己負担の概要 

一定所得以下 中間的な所得 
一定所得以上 

 

市町村民税(所得割)額 

23万5千円以上 

生活保護 

世 帯 

市町村民税 

非課税世帯Ⅰ 

市町村民税 

非課税世帯Ⅱ 

市町村民税(所得割) 

3万3千円未満 

(中間所得層Ⅰ) 

市町村民税(所得割)  

 3万3千円以上23万5千円未満 

（中間所得層Ⅱ） 

(入院時食事

療養費も自己

負担なし） 

0円 

負担上限額 

2,500円 

負担上限額 

5,000円 

【更生医療】負担上限額 

     医療保険の自己負担限度額 

対象外 【育成医療】 

負担上限額 

5,000円 

【育成医療】 

負担上限額 

10,000円 

重 度 か つ 継 続 

負担上限額 

5,000円 

負担上限額 

10,000円 

負担上限額 

20,000円 

・受診者の「世帯」の収入（所得区分）により、１ヶ月あたりの自己負担限度額が定められます。 

・本制度の「世帯」、住民票上の世帯に関わりなく、同じ健康保険に加入している家族をいいます。 

・「世帯」の所得区分は、健康保険など国民健康保険以外の医療保険であれば、被保険者の所得により認定さ

れます。国民健康保険であれば、「世帯」内の被保険者全員の所得により認定されます。 

・申請書類の「市町村民税非課税世帯」欄の収入とは、患者の保護者それぞれについて、①～③の合計額のこと

をいいます。 

① 地方税法上の合計所得金額 

② 障がい年金等（障がい基礎年金、障がい厚生年金、障がい共済年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、 遺

族共済年金） 

③ 特別児童扶養手当等（特別障がい者手当、障がい児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当） 
 



 

 

●「市町村民税非課税世帯Ⅰ」とは 
   障がい者（児）の属する「世帯」が市町村民税非課税であって、障がい者（児）本人の上記収入の状況等が
年間８０万円以下でかつ、生活保護受給世帯でない場合をいう。 

●「市町村民税非課税世帯Ⅱ」とは 
   障がい者（児）の属する「世帯」が市町村民税非課税であって、障がい者（児）本人及び児童の場合は保護
者の収入が年間８０万円以上で、かつ「生活保護受給世帯」及び「市町村民税非課税世帯Ⅰ」でない場合を
いう。 

●「重度かつ継続｣とは 
①疾病・症状から対象となる人・・・じん臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、肝臓機能障がい、 

心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る) 
②高額な費用負担が継続することから対象となる人・・・医療保険の多数該当の世帯の人 

     なお、「多数該当」とは、医療保険制度における高額療養費支給制度の１つで、具体的には、療養のあった月
以前の１２ヶ月の間に既に高額療養費の支給が３ヶ月以上ある場合に支給される制度です。 

 

 

 

自立支援医療（精神通院医療）  精 

 

■ 対象者 
   原則的に神経症以外の精神疾患があり、継続して通院治療を必要とする人。重度の神経症や心
因反応などは、審査の結果認められる場合があります。 

 

■ 内 容 
指定自立支援医療（精神通院医療）機関で必要とした医療費のうち、９割を健康保険やその他

の制度を組み合わせて公費で支払われることを定めた制度です。まず、お持ちの健健保険の医療保
険制度を適用し、その上に公費による負担を組み合わせた仕組みになっています。原則として医療
費の１割が利用者負担となりますが、自立支援医療を受診する人が加入している医療保険の「世帯」
で所得区分が認定され、１ヶ月あたりの自己負担上限額が設定されることにより、本人負担が重くな
りすぎないようになっています。 
（原則として、１医療機関でのみ認められます。また、有効期間は１年間です。）            

 

■ 支給認定に必要なもの 

申請 

・ 

届出項目 

申請書 同意書 

個 人 

番 号 

※１ 

市町村

民税課

税証明

書 ※ ２ 

健康保

険証の

写 し 

※３ 

自立支

援医療 

診断書 

手帳用

診断書 

受 給 

者 証 

※ ４ 

記 載 

事 項 

変更届 

再交付

申請書 

新規 ○ ○ ○ △ ○ ○     

継続・再認定

※５ 
○ ○ ○ △ ○ △  ○   

保険・保険上の

世帯員・自己

負担限度額の

変更 

○ ○ ○ △ ○ △  ○   

医療機関 

変更・追加 
○  ○     ○   

住所・氏名等の

変更 
  ○     ○ ○  

再交付   ○       ○ 

転入 ○ ○ ○ ○ ○   
○ 

(写し) 
  

手帳との同時

申請 
○ ○ ○ △ ○  

○ 
(写し) 

○   

※１…個人番号通知カードまたは個人番号カード 
※２…※1の記載がない場合は、市町村民税課税証明書が必要な場合があります。 
※３…生活保護受給者の人は不要です。 



 

 

※４…手帳との同時申請の場合、継続の場合に必要です。 
※５…継続・再認定申請について、病状変化や治療方針の変更がない人は、自立支援医療診断書の提出は２年 

に１度になります。（継続申請は、有効期限の 3 ヶ月前から手続き可） 

 

◎診断書をとるために必要な費用（文書料）は、保険対象外であり、公費負担の内容にも含まれ

ません。実費負担が伴います。（費用額は医療機関ごとに異なります。） 

※ 詳しくは福祉グループまでお問い合わせください。 

 

その他高額医療費制度    身  知  精   
 

◎７０歳未満の場合の自己負担限度額 

区   分 自己負担限度額 多数該当 

総所得金額等が 901万円超 252,600円+（医療費-842,000円）×1% 140,100円 

総所得金額等が 600万円超 
901万円以下 167,400円+（医療費-558,000円）×1% 93,000円 

総所得金額等が 210万円超 
600万円以下 80,100円+（医療費-267,000円）×1% 

44,400円 
総所得金額等が 210万円以下 
(住民税非課税世帯除く) 57,600円 

住民税非課税世帯 35,400円 24,600円 

※ 自己負担額が上の表の自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費を支給します。 
※ 同じ世帯で、同じ月内に 21,000円以上の自己負担額を 2回以上支払った場合、それらを合計   
して、限度額を超えた分を支給します。 

※ 過去 12か月で、同じ世帯での支給が 4回以上あった場合（多数回該当）は多数該当の金額を 
自己負担限度額とします。 
 
 

◎７０歳以上の場合の自己負担限度額 

区分 外来限度額(個人単位) 入院および世帯の限度額 多数該当 

現役並み所得者Ⅲ 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円 

現役並み所得者Ⅱ 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円 

現役並み所得者Ⅰ 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円 

一般 18,000円（8月～翌年 7月の
年間上限 144,000円） 

57,600円     
  （多数該当 44,400円） 

 

低所得Ⅱ 8,000円 24,600円  

低所得Ⅰ 8,000円 15,000円  

※ 後期高齢者医療制度適用者を除きます。 
※ 外来は個人単位で算定します。  
※ 入院を含む場合は、世帯内の 70歳以上の国保被保険者の医療費を合算して算定します。 
（後期高齢者医療被保険者と国民健康保険被保険者の合算はできません。）  
※ 現役並み所得者とは、課税所得(各種控除後)が年額145万円以上で、医療費の負担割合が3
割の人。課税所得が 690万円以上はⅢ、380万円以上はⅡ、145万円以上はⅠ。 

※ 低所得Ⅱとは、世帯主と被保険者全員が市民税非課税の人です。 
※ 低所得Ⅰとは、世帯主と被保険者全員が市民税非課税かつ各種収入等から必要経費・控除を 
差し引いた所得が０円となる世帯の人です。 



６．手当関係 
 

特別障がい者手当    身   知   精   
 

支給額  支給月  対象者  

月額   ２７，３５０円  

 ２月  

 ５月  

 ８月  

１１月  

精神又は身体に著しく重度の障がいを有するた

め、日常生活において常時特別の介護を必要とす

る状態にある在宅の２０歳以上の人 

（入院や施設入所している場合は受給できませ

ん。また、所得制限もあります。なお、医師が証明し

た指定の診断書をもとに手当の対象になるかどう

かを判定するため、非該当になる場合がありま

す。） 

※ 詳しくは福祉グループまでお問い合わせください。  
 

障がい児福祉手当   身   知   精    
 

支給額  支給月  対象者  

月額   １４，８８０円  

 ２月  

 ５月  

 ８月  

１１月  

精神又は身体に著しく重度の障がいを有するた

め、日常生活において常時特別の介護を必要とす

る状態にある在宅の２０歳未満の人 

（障がいを支給事由とする年金給付を受けることが

できる場合や、施設入所している場合は受給できま

せん。また、所得制限もあります。なお、医師が証明

した指定の診断書をもとに手当の対象になるかどう

かを判定するため、非該当になる場合があります。） 

※ 詳しくは福祉グループまでお問い合わせください。  
 

重度障がい者在宅生活応援制度    身   知   

支給額  支給月  資格要件  

月額   １０ ,０００円  

 １月  

 ４月  

 ７月  

１０月  

身体障がい者手帳１・２級と療育手帳Ａを併せも

つ障がい児(者)を介護している人 

ただし、入院や施設入所（グループホームの入居

を含む。）している場合は受給できません。また、特

別障がい者手当受給者は受給できません（※障が

い児福祉手当との併給は可能です）。 

※ 詳しくは福祉グループまでお問い合わせください。  
 

外国人住民重度心身障がい者特別給付金    身   知   

支給額 支給月 資格要件 

年額 ２４０,０００円 
 ４月 

１０月 

重度心身障がい者のうち、昭和５７年１月１日以前に満２０歳

に達していた外国人住民で障がい者基礎年金等の受給資格

のない人で、次のいずれかに該当する人 

①  昭和５７年１月１日前に重度心身障がい者であった人 

②  同日前にその障がい発生原因の初診日があった人 

また、所得制限もあります。 

※ 詳しくは福祉グループまでお問い合わせください。  



 

特別児童扶養手当   身  知  精  

支給額 支給月 資格要件 

児童１人につき（月額） 

1級   ５２，５００円 

2級   ３４，9７０円 

※手帳等級とは異なります 

 ４月 

 ８月 

１１月 

２０歳未満で日常的に介護が必要な下記に該当する

児童を扶養している父母又は養育者等 

① 身体障がい者手帳１･２･３級と４級の一部に該当

する児童 

② 中度以上の知的障がいを有する児童等 

③ 精神に特定の疾病・疾患を有し、常時の監視又は

介護を必要とする程度の障がいを有する児 

(指定の診断書による証明が必要な場合があります。） 

また、所得制限もあります。 

※ 詳しくは子育て支援グループまでお問い合わせください。 

 
 

児童扶養手当   身  知  精   

支給額 支給月 資格要件 

児童１人につき（月額） 

全部支給  43,160円 

 

加算 

対象児２人目 10,190円 

対象児３人目  6,110円 

 

※一部支給 所得により変動 

奇数月 

(令和元 

11月～) 

児童（１８歳の誕生日後の最初の３月３１日まで、ま

たは政令で定める程度の障がいがある場合は２０歳

未満の児童）を監護しているひとり親家庭の父または

母、もしくは父母に代わって児童を養育している人（児

童と同居し、監護し、生計が同じであること）、配偶者

が政令で定める程度の障がいをもち、かつ児童を養

育している人が対象となります。 

ただし、請求者となる人が公的年金を受給している

場合や、配偶者の障がい年金に対象児童の子加算が

ある場合（平成２３年度から子加算か児童扶養手当

は選択できるようになりました）は受給できません。 ま

た、所得制限があります。 

※ 詳しくは子育て支援グループまでお問い合わせください。 

 

障がい基礎年金   身  知  精   

支給額 支給月 資格要件 

（年額） 

１級    ９７６，１２５円 

  ２級    ７８０，９００円 

（加算） 

障がい基礎年金の受給権者に生計

を維持されている１８歳に達する日

の属する年度末までの間の子(障が

い者は２０歳未満)  

・２人目まで１人につき２２４，７００円 

・３人目から１人につき ７４，９００円 

 ２月 

 ４月 

 ６月 

 ８月 

１０月 

１２月 

初診日において下記の条件を満たしている人 

① 国民年金に加入していること。 

② ６０歳以上６５歳未満の人で、日本国内に住所

があること。 

①または②を満たす人が年金障がい等級表で、障

がい程度１･２級に該当したときに支給されます。

（※ただし、保険料の納付要件を満たしているこ

と） 

 また、２０歳以前に年金障がい等級表で、障がい

程度１･２級に該当した人は２０歳から支給されま

す。（※ただし、所得制限があります） 

※ 詳しくは保険年金グループまでお問い合わせください。 

 



障がい厚生年金   身  知  精   

支給額 支給月 資格要件 

障がい厚生年金（１～３級）

や障がい手当金の額は、報

酬比例の年金額に一定の

率を乗じた額で、定額では

ありません。 

 ２月 

 ４月 

 ６月 

 ８月 

１０月 

１２月 

【障がい厚生年金】 

初診日において厚生年金に加入している人で、下記

の条件を満たしている人 

①年金障がい等級表で、障がい程度１・２級に該当する

人（障がい基礎年金に上乗せで支給されます。） 

②障がい基礎年金に該当せず、厚生年金障がい等級

表で、障がい程度３級に該当する人（障がい厚生年

金のみ支給されます） 

（※ただし、保険料の納付要件を満たしていること。） 

随時 

【障がい手当金】 

病気やけがによる障がいが５年以内に永続的な状態に

なり、その状態が厚生年金障がい等級表３級の障がい

程度よりやや軽いと診断された人（※障がい手当金は

一時的に支給されるものです。） 

※ 詳しくは天王寺年金事務所（TEL 06-6772-7531 FAX 06-6772-3338）、または

勤務地管轄の年金事務所までお問い合わせください。 

 

障がい者扶養共済制度   身  知  精   

 障がい者（児）の将来について、保護者の人が持たれる不安を軽くするため、障がいのある人を扶

養している保護者が、自らの生存中に毎月一定額の掛金を収めることにより、加入している保護者に

万一（死亡または身体に著しい障がい）のことがあったとき、障がい者（児）に終身一定額の年金が

支給される制度です。 

対象者 ⑴ 知的障がい者（児） 

⑵ 身体障がい者手帳を所持する１～３級の身体障がい者（児） 

⑶ 精神又は身体に永続的な障がいのある人(統合失調症､脳性麻痺､進行性筋萎縮

症､自閉症､血友病等)で､その障がいの程度が⑴または⑵の人と同程度の人の保護

者で、次のすべてに該当する人。 

①大阪府内に在住（政令指定都市を除く）  

②４月１日現在で、６５歳未満であること。 

③特別な病気や障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること 

④障がいのある方１人に対して、加入できる保護者は１人であること。 

掛 金 
・１口月額９，３００円～２３，３００円（加入者の年齢によって掛金額が異なります） 

・２口まで加入出来ますが、加入者の年齢によって掛金額が異なります。 

・課税状況に応じ、掛金の減免があります。 

年金の 

支 給 

⑴加入者が死亡または、重度障がい状態に該当したと認められた月の分から障がいの

ある人に対し年金が支給されます。 

⑵支給額       １口加入者……月額２万円（年額２４万円） 

２口加入者……月額４万円（年額４８万円） 

※ 詳しくは福祉グループまでお問い合わせください。 



７．割引や助成制度 
 

重度障がい者等住宅改造助成   身  知   

住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、住宅改造に要する経費を助成します。 

対象世帯 

障がいの程度が１･２級又は体幹、下肢機能障がい３級の身体障がい者 

もしくは重度知的障がい者がいる世帯で、心身の状況により住宅改造が必要と認め

られる世帯で、生計中心者の前年分所得税が 70,000円以下の世帯 

対象住宅 持家、民間の借家（所有者の承認が必要） 

対象経費 
便所、浴室、玄関、廊下、階段、台所、居室等の改造に要する経費 

※改造後・新築・増築は助成対象にはなりません。 

助成金額 
生計中心者の

前年分所得税 

非課税 対象経費全額（50万円限度） 

40,000円以下 
対象経費×２／３ 

    (50万円×２／３限度) 

40,001円から 70,000円 
対象経費×１／２ 

   (50万円×１／２限度) 

※ 日常生活用具及び介護保険による住宅改修（限度額 200,000円）が優先されます。 

※ 住宅改造助成は、原則として、同一対象者につき１回限りです。 

※  詳しくは福祉グループまでお問い合わせください。 

 

身体障がい者自動車改造助成   身   

 低所得世帯に属する身体障がい者が社会参加等のため、自動車の操縦装置や駆動装置などの一

部を改造する必要があるものに対し、その費用（100,000円限度）を補助します。 

ただし、所得制限等があります。 

※ 詳しくは福祉グループまでお問い合わせください。 

 

障がい者自動車運転免許取得費助成   身  知 

 障がい者の自立と社会参加の促進を図るため、普通自動車の運転免許を取得するための費用の

一部を助成します。ただし、所得制限等があります。 

対 象 者  

免許交付日において 1 年以上市内に居住し、住民基本台帳に登録されている人

で、次のすべてに該当する人 

・手帳の交付を受けている人 

・自動車教習所において教習を終了し、免許取得後６カ月以内の人 

助成金額 
 免許取得のために教習所にかかった費用の３分の２以内で、限度額は 100,000円

です。 

※  詳しくは福祉グループまでお問い合わせください。 

 

 



  

 

福祉タクシー利用料金助成      身  知  精  

対象者 
大阪狭山市に居住されている人（住民登録者）で、身体障がい者手帳１・２級、療育

手帳Ａ、または精神障がい者保健福祉手帳１級のいずれかを持っている人 

助成内容 
「福祉タクシー利用券」(１枚＝初乗り運賃相当)を対象者に１カ月あたり２枚の割合

で交付します。ただし、大阪狭山市と協定しているタクシー会社のみで使用できます。 

申請に 

必要な物 
手帳・印鑑 ※委任状と代理人の本人確認書類が必要な場合もあります 

 
 

ＮＨＫ放送受信料の減免   身  知  精   

    免除 

対象 

全 額 免 除 

[障がい者がいる世帯] 

半 額 免 除 

[次の障がい者が世帯主で契約主] 

身体障がい者 世帯構成員全員が市町村民税非課税 
・視覚・聴覚障がい者 

・重度障がい者（１級･２級） 

知的障がい者 世帯構成員全員が市町村民税非課税 重度障がい者（Ａ） 

精神障がい者 世帯構成員全員が市町村民税非課税 重度障がい者（１級） 

※手帳の有効期間内の申請が必要です。 

■申請の流れ 

持ち物：障がい者手帳 ＮＨＫと契約されている人（契約主）の印鑑 

① 申請書（福祉ｸﾞﾙｰﾌﾟまたはＮＨＫにあります）に必要事項を記入してください。 

② 証明書（全額の非課税世帯証明）を付けて、ＮＨＫに郵送します。 

   半額免除は、ＮＨＫの窓口でも受け付けます。 

③ ＮＨＫで確認後「受理通知書」を申請者に郵送 

なお、定期的に受信料免除事由の継続状況について調査があり、事由が消滅した場合

はＮＨＫより免除が解消されます。 

※ 放送受信料の減免についての詳細は、福祉グループまでお問い合わせください。 

※ また、ＮＨＫ契約主の変更や受信住所の変更等は、ＮＨＫ南大阪営業センター 

（TEL 06-6636-2571  FAX06-6636-3511）までお問い合わせください。 
 

公共施設利用料の減免   身  知  精   

公共施設の多くには、障がい者（介助者を含む場合あり。）に対する利用料の減免制度があ

ります。基準や割引内容は各施設によって異なります。 

※ 詳しくは、利用を希望される各公共施設までお問い合わせください。 

 

 

 



  

交通運賃の割引等 

※ 以下記載の民間等交通機関の精神障がい者の割引については、事業者によって適用が

異なりますので、各社にお問合せください。 

 

タクシー      身  知  精   

身体障がい者手帳・療育手帳を持っている人は、乗車時に乗務員に手帳を提示すると運賃

が１割引となります。 
 

 

鉄 道    身  知 

乗車の形態 割引の対象者 割引の内容 割引率 

障がい者本人が単独

で乗車する場合 
身体(知的)障がい者 

普通乗車券（片道１０１km 以上の

利用の場合のみ） 
５ 割 

介護者とともに乗車

する場合 

（介護者は１名まで） 

第１種身体(知的)障が

い者及びその介護者 

普通乗車券、回数乗車券 

急行券（特別急行券は除きます。）

定期券（本人が１２歳未満の場合

は、介護者のみ） 

５ 割 

第２種身体(知的)障が

い者の介護者（障がい

者本人が１２歳未満の

場合のみ） 

定期券 
５ 割 

(介護者のみ) 

購入方法：乗車券販売窓口で身体障がい者手帳または療育手帳を提示し、割引乗車券を購入してください。  

注意事項：乗降及び乗車中は手帳を携帯してください。第１種で割引が適用される介護者は１名のみです。 

 

■適用例（参考 JR） 

障がい種別 購入乗車券の種類 割引が適用される形態 割引率 

第１種身体(知的)

障がい者 

普通乗車券（片道100ｋｍ以内） 介護者付乗車のみ 本人も介護者も５割 

普通乗車券（片道100ｋｍ超） 介護者付・単独乗車 本人も介護者も５割 

回数券 介護者付乗車のみ 本人も介護者も５割 

定期券（本人が大人） 介護者付乗車のみ 本人も介護者も５割 

定期券（本人が小人） 介護者付乗車のみ 介護者のみ５割 

急行券 介護者付乗車のみ 本人も介護者も５割 

特急券 なし － 

第２種身体(知的)

障がい者 

普通乗車券（片道100ｋｍ以内） なし － 

普通乗車券（片道100ｋｍ超） 単独乗車のみ 本人５割 

定期券（本人が大人） なし － 

定期券（本人が小人） 介護者付乗車のみ 介護者のみ５割 

回数券・急行券・特急券 なし － 

※ 各民営鉄道会社（第３セクターを含む。）でも割引等を行っているところがありますので、詳しくは各鉄道会お

問い合わせください。 
 



 

バス   降車時に乗務員に手帳を提示してください。   身  知  精   

乗車の形態 割引の対象者 割引の内容 割引率 

障がい者本人が単

独で乗車する場合 
身体(知的)障がい者 

普通乗車券、回数券（回数券

の種類により割引のない場合が

あります。） 

５ 割 

定期券 ３ 割 

介護者とともに乗車

する場合 

（介護者は１名まで） 

第１種身体(知的)障がい者

及びその介護者 

普通乗車券、回数券（回数券

の種類により割引のない場合が

あります。） 

５ 割 

定期券（大人のみ） ３ 割 

第２種身体(知的)障がい者

本人のみ 

普通乗車券、回数券（回数券

の種類により割引のない場合が

あります。） 

５ 割 

定期券（大人のみ） ３ 割 

 

航空      身  知  精  

 次の表のとおり、航空券の購入時に手帳を提示すれば割引されます。 

割引対象者 割引運賃 

障がいの程度に関わらず障がい者手帳を掲示できる人全

員に対して、本人と介護者１名まで割引きが適応されます。 

各航空会社で設定していま

すので、ご利用の航空会社に

お問い合わせください。 

※ 航空会社によって、適用が異なる場合がありますので、ご利用前に、各航空会社にお問

い合わせください。 

 

 

船舶        身  知  精 
 

内容 
船舶運賃の旅客運賃も、JRと同様の割引がされる場合があります。詳しくは各事

業者にお問い合わせください。 

 

 
 



  

 

有料道路の通行料金の割引              身  知   
 

有料道路では、「身体障がい者が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者もしくは重度

の知的障がい者が同乗し、障がい者ご本人以外の人が運転する場合」に、事前に登録された自動

車１台に対して、割引率５０％（端数切り上げ）の障がい者割引を実施しています。 

利用するには、事前の手続きが必要となります。 

対 象 

･身体障がい者本人が運転する場合 

･身体障がい者手帳又は療育手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄が「第

１種」の障がい者が同乗し、介護者が運転する場合（「第２種」の障がい者（身体障

がい者のみ）は、本人が運転する場合に限ります。） 

車 種 要 件 

① 乗用自動車（自動車検査証の「用途」欄に「乗用」と記載されている 

もので、乗車定員が１０人以下のもの。軽自動車も含む。） 

② 貨物自動車（自動車検査証の「用途」欄に「貨物」と記載されている 

もので、後部座席が設置され乗車定員が４人以上１０人以下のものの 

うち、乗車設備と荷台が仕切られているもので、最大積載量が５００kg 以下のも

の） 

③ 特種用途自動車（自動車検査証の「用途」欄に「特種」と記載されて 

いるもののうち、「車体の形状」欄に車いす移動車、身体障がい者輸送車又はキャ

ンピング車と記載されているもので、乗車定員が１０人以下のもの） 

④二輪自動車（総排気量が１２５ccを超えるもの） 

※①～④のいずれかであって 、自動車検査証の「自家用・事業用の別 

／適否」欄に「自家用」と記載されているもの 

車の所有者 

本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の

親族等（上記の人が自動車を所有していないときは、障がい者本人を日常的に介

護している人） 

割 引 額 通行料金の半額 

申請に必要

な も の 

㋐身体障がい者手帳又は療育手帳    

㋑自動車検査証 

㋒自動車運転免許証（本人運転の場合のみ） 

※ETC利用の場合は㋐～㋒に加え㋓㋔が必要 

㋓本人名義の ETCカード（２０歳未満を除く。） 

㋔ETC車載器セットアップ申込書・証明書 

※ 詳しくは、福祉グループまでお問い合わせください。 
 

 

 

市循環バス運賃の減免              身  知  精   
 

大阪狭山市の市循環バスは、身体障がい者手帳、療育手帳、または精神障がい者保健福祉手帳

を持っている人は、おとな 50円、こども 30円でご利用いただけます。 

乗務員に手帳を提示してください。 

※ 詳しくは、土木グループまでお問い合わせください。 

 



 

映画館･演芸場の割引     身  知  精   

 

大阪興行協会加入の映画館・演芸場において、身体障がい者、介護者（割引なし）同行の療育手

帳所持者や、精神障がい者に対して割引を行っています。券売場で手帳を提示してください。 

※  詳しくは生活衛生同業組合大阪興行協会までお問い合わせください。 

（☎ 06-6632-3811：FAX 06-6632-3812） 

 

点字郵便物の無料扱い等   身   

 

点字のみの郵便物、または盲人用録音物（第４種郵便物）もしくは点字小包を郵送する場合は、次

のとおり取り扱われます。ただし、盲人用録音物は日本郵便株式会社の指定を受けた施設から発送

または返送するものに限られます。 

第４種郵便物 ３ｋｇまでは無料 

第４種郵便物で送付できない大型の点字小包 
３ｋｇまでは冊子小包料金の半額 

３ｋｇを超えるものは普通小包の半額 

障がい者用冊子小包及び聴覚障がい者用のビデオテープ（３ｋｇまで）を通常の冊子小包の半

額で郵送することができます。ただし、図書館等の指定された施設から発送または返送するものに

限られます。 

※  詳しくは日本郵便株式会社までお問い合わせください。 

 

携帯電話料金の割引   身  知  精  

 

各携帯電話会社では、身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者に携帯電話の基本使用

料の割引制度や、割安な料金プランが利用できるサービスなどを行っています。各携帯電話会社に

より、制度や内容が異なります。詳しくは、各携帯電話の取扱い店舗、または次の表のお客様センター

へお問い合わせください。 

会社名 割引サービス 問い合わせ先 

ＮＴＴドコモ 
詳しくはお問い合わせく

ださい。 

☎ 0120-800-000 

または、ドコモ携帯から「局番なしの１５１」まで 

au  by  ＫＤＤＩ 
詳しくはお問い合わせく

ださい。 

☎ 0077-7-111 

または、ａｕ携帯から「局番なしの１５７」まで 

ソフトバンクモバイル 
詳しくはお問い合わせく

ださい。 

☎ 0800-919-0157 

または、ソフトバンク携帯から「局番なしの１５

７」まで 
 



８．税の減免など 
身  知  精  

種類 内   容 金   額 問い合わせ先 

所得税 

・ 障がい者控除 
イ 通常の場合 
（本人又は控除対象配偶者、扶養親族が障が
い者の場合） 

所得控除 
２７万円 

富田林税務署

TEL0721-24-3281 

 

大阪国税局  

税務相談室 

FAX06-6773-5400 

ロ 特別障がい者である場合 
（障がい者のうち、障がいの程度が重度であ
る場合） 

所得控除 
４０万円 

ハ 同居の特別障がい者である場合 
 （控除対象配偶者または扶養親族が納税者
またはその配偶者もしくはその納税者と生計
を一にするその他の親族と同居を常況とする
特別障がい者である場合） 

所得控除 
７５万円 

・ 小規模企業共済等掛金控除 
（障がい者扶養共済制度掛金等） 

所得控除 
（掛金の全額） 

住民税 

・ 障がい者控除 
イ 通常の場合（所得税の場合と同じ） 

所得控除 
２６万円 

市役所 

税務グループ 

TEL 072-366‐0011 

FAX 072-367‐1254 

ロ 特別障がい者の場合 
（所得税の場合と同じ） 

所得控除 
３０万円 

ハ 同居の特別障がい者がいる場合 
（所得税の場合と同じ） 

所得控除 
５３万円 

・ 小規模企業共済等掛金控除 
（障がい者扶養共済制度掛金等） 

所得控除 
（掛金の全額） 

・  前年の合計所得金額が１３５万円以下の 
障がい者 

非 課 税 
（本人の場合） 

固 定資

産 税 

障がい者手帳を持っている人等が所有する

住宅のバリアフリー改修を行った場合に一定の

要件を満たすと、固定資産税が減額されます。 

３分の１の額 
（１００㎡まで） 

・ 低所得者減免 

納税義務者が特別障がい者で、市民税が非

課税かつ一定の要件を満たすと、固定資産税が

減額されます。 

２分の１の額 

事 業 税 
重度の視覚障がい者が行うあんま、はり等医

業に類する事業 
非課税 

南河内府税事務所 

TEL 0721-25-1131 

FAX0721-25-2192 

相 続 税 

 法定相続人である８５歳未満の障がい者が相

続、又は遺贈により財産を取得した場合 

課税額控除 

85歳までの年数×

10万円(重度の場

合は20万円) 

富田林税務署 

TEL0 721-24-3281 

大阪国税局  

税務相談室 

FAX06-6773-5400 
障がい者共済制度に基づいて給付金を受け

る権利を贈与により取得した場合 
非課税 



種類 内容条件 所得控除等 問い合わせ先 

贈 与 税 

・ 次の人に対する贈与で一定の信託契約に基

づく財産の信託があったとき。（詳しくは、右記

へお問い合わせください。） 

イ 特別障がい者 6,000万円まで 

ロ 前者を除く特定障がい者 3,000万円まで 

・ 障がい者共済制度に基づいて給付金を受け

る権利を贈与により取得した場合 

非課税 

富田林税務署 

TEL0 721-24-3281 

大阪国税局  

税務相談室 

FAX06-6773-5400 

自 動 車

税（種別

割） 
減免対象者については、下記及び３５・３６ 

ページ等を参照してください。 

自動車総排気量

が１．５リットルを超

え２リットル以下と

みなした場合に課

すべき自動車税

（種別割）の額を

限度として減免 

南河内府税事務所 

TEL 0721-25-1131 

FAX0721-25-2192 

自 動 車

税（環境

性能割） 

取得価格250万

円に税率を乗じて

得た額を限度に減

免 

和泉自動車税事務所 

TEL0725-41-1327 

FAX0725-43-4541 

軽 自 動

車 税 

（種別割) 

 身体障がい者手帳、療育手帳や精神障がい者

保健福祉手帳の所持者が使用する場合、又はこ

れらの手帳の所持者と生計を共にする者が障

がい者のために使用する軽自動車 

全 額 

市役所税務グループ 

TEL 072-366‐0011 

FAX 072-367‐1254 

※１人の障がい者に対して、自動車税または軽自動車税のどちらか１台分が減免の適用となります。 
 

■自動車税（種別割・環境性能割）の減免を受けることができる障がい程度は、下記のとおりです。 

① 身体障がい者 

区   分 重度の障がい 軽度の障がい 

下肢機能障がい １～３級 ４～６級 

体幹機能障がい １～３級 ５級 

上肢機能障がい １～３級 ４～６級 

脳原性運動機能障がい １～４級 ５・６級 

視覚障がい １～４級 ５・６級 

聴覚障がい ２～４級 ６級 

平衡機能障がい ３級 ５級 

心臓、腎臓、呼吸器、肝臓、ぼうこう、

直腸・小腸、免疫機能障がい 
１～３級 ４級 

音声・言語、そしゃく機能障がい ３・４級 ― 

② 知的障がい者  療育手帳の交付を受けている人、大阪府子ども家庭センター、または大阪府障がい

者自立相談支援センターが発行する証明書のある人（この場合の区分は、等級に

関わらず「重度の障がい」扱いとなります。） 

③ 精神障がい者  精神障がい者保健福祉手帳（１級）の交付を受けている人で、自立支援医療（精神

通院医療）を受けている人 

 

■ 減免を受けることができる人 

 大阪府では、身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者が、上記の自動車税（種別割・環境性能割）

に係る減免の要件を満たしたときは、日常生活を営むうえで不可欠な自動車について、減免を実施してい

ます。この減免を受けることができる人は、次頁に記載のフロー図のとおりです。 



１ 自動車の所有者（納税義務者）が身体障がい者等の場合 

運転者  障がいの程度  使用目的  車種  減免の適否 

         

身体障がい者等 ⇒ 問いません ⇒ 問いません ⇒ 問いません ⇒ ○ 

         

身体障がい者等

の家族 
⇒ 重度 ⇒ 

身体障がい者等

のための利用 
⇒ 

身体障がい者等の

利用に適したもの 
⇒ ○ 

         

身体障がい者等

の家族 
⇒ 軽度 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ × 

         

常時介護する者 ⇒ 重度 ⇒ 
身体障がい者等

のための利用 
⇒ 

身体障がい者等の

利用に適したもの 
⇒ ○ 

         

常時介護する者 ⇒ 軽度 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ × 

 

「身体障がい者等の家族」とは、身体障がい者等と生計を一にする人（身体障がい者等と有無相助けて

日常生活の資を共通にしている配偶者、６親等内の血族及び３親等内の姻族の人）をいいます。 

「常時介護する者」とは、身体障がい者等のみで構成される世帯の、重度の身体障がい者等が所有する

自動車を、その身体障がい者等のために継続して日常的に運転する人で、福祉事務所等の確認を受けた

人をいいます。 

 

２ 自動車の所有者（納税義務者）が身体障がい者等の家族の場合 

運転者  障がいの程度  使用目的  車種  減免の適否 

         

本人 ⇒ 重度 ⇒ 問いません ⇒ 問いません ⇒ ○ 

         

本人 ⇒ 軽度 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ × 

         

家族 ⇒ 重度 ⇒ 
身体障がい者等の

ための利用 
⇒ 

身体障がい者等の

利用に適したもの 
⇒ ○ 

         

家族 ⇒ 

軽度 

(身体障がい者等

が１８歳未満） 

⇒ 
身体障がい者等

のための利用 
⇒ 

身体障がい者等の

利用に適したもの 
⇒ ○ 

         

家族 ⇒ 

軽度 

(身体障がい者等

が１８歳未満） 

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ × 

         

家族以外 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ × 
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■ 自動車税（種別割・環境性能割）の減免申請等 

新たに自動車税(種別割)の身体障がい者等減免を申請される方で、下記の申請期限を過ぎて申請された

場合、減免を受けることがきる税額は、申請のあった月の翌月から月割りで計算した額となります。 

ただし、自動車税(環境性能割)については、申請期限(自動車の登録の日)を過ぎた場合、減免を受けること

ができませんのでご注意ください。 

また、身体障がい者等の利用に供するために特別の仕様により製造された自動車や一般の自動車に構造変

更が加えられた自動車についても自動車税(環境性能割)減免制度もあります。 

（注１） 

 
新たに自動車を取得する 

場合(※1)（※2） 

既に自動車を所有している場合 

4月1日に減免要件

に該当している場合 

4月1日後に減免要件に 

該当することとなった場合 

対象となる税目 
・自動車税(種別割)(※3)  

・自動車税(環境性能割) 
自動車税（種別割) 

自動車税(種別割) 

(※3)(※4) 

申請期限 自動車の登録の日 
自動車税(種別割)の

納期限 

減免事由に該当することと

なった日から 60日以内 

申請書等の提出場所 大阪自動車税事務所各分室 最寄りの府税事務所 

 

※１ 自動車を移転登録により取得した場合 

【自動車税（環境性能割）について】 

自動車税（環境性能割）が課税される場合には滅免を受けることができますので、自動車の登録の際に減

免申請を行ってください。なお、自動車の取得価額が50万円以下の場合は、免税となります。 

【自動車税（種別割）について】 

自動車を取得した年度の自動車税（種別割）は前所有者に課税されているため、新所有者は翌年度の自

動車税（種別割）から減免の対象となります。 

申請期間は、翌年度の４月１日から自動車税(種別割)の納期限までとなりますので、申請期間内に最寄り

の府税事務所に減免申請を行ってください。ただし、自動車の取得時（登録の日）に自動車税（環境性能割）

の減免を受けられた方については、翌年度以降、府税事務所から送付する「自動車税（種別割）滅免更新申

立書」を定められた日までに返送してください。 

 

※２  登録時に自動車税（環境性能割・種別割）のどちらも課税されない場合（税率が非課税となる自動車を３月に

登録した場合等）の申請期間は、翌年度の４月１日から自動車税（種別割）の納期限までとなります。なお、減免

申請は、最寄りの府税事務所で行ってください。 

 

※３  減免額は、自動車を取得した日の属する月の翌月又は滅免要件に該当することとなった日の属する月の翌月

から月割りで計算した額となります。 

また、申請期限を過ぎて申請された場合は、申請のあった日の属する月の翌月から月割りで計算した額となりま

す。 

 

※４  減免事由に該当することとなった日が３月中の場合、当該年度は減免対象となる自動車税（種別割）の税額が

ありませんので、翌年度分の自動車税（種別割）について４月１日から納期限までの間に減免申請を行っていた

だくことになります。 

 



 

9．日常の生活について 
 

駐車禁止除外指定車標章  身  知  精   

歩行困難な身体障がい者等が現に使用中の車両について、「駐車禁止除外指定者標章」

の交付が受けられます。 

※駐車禁止除外が適用されない場所や駐車方法もありますのでご注意ください。 

障がい等の区分 障がいの級別等 

視覚障がい １級から３級までの各級及び４級の１ 

聴覚障がい ２級及び３級 

平衡機能障がい ３級 

上肢不自由 １級、２級の１及び２級の２ 

下肢不自由 １級から４級までの各級 

体幹不自由 １級から３級までの各級 

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動

機能障がい（上肢機能） 

上肢機能：１級及び２級 

（一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く。） 

移動機能：１級から４級までの各級 

心臓機能障がい １級及び３級 

じん臓機能障がい １級及び３級 

呼吸器機能障がい １級及び３級 

肝臓機能障がい １級から３級までの各級 

ぼうこう又は直腸の機能障がい １級及び３級 

小腸機能障がい １級及び３級 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい １級から３級までの各級 

知的障がい者 重度（Ａ） 

精神障がい者 １級 

色素性乾皮症の患者 等級指定なし 

※ 申請に必要な書類等について事前に黒山警察署に確認してください。 

※ 詳しくは黒山警察署 TEL 362-1234 FAX 363-0895までお問い合わせください。 

 

身体障がい者のための投票制度   身   

郵便によ

る不在者

投票 

障がい者手帳を持っている人で以下の身体障がいに該当する人は、自宅で郵便によ

り投票することができます。（両下肢・体幹・移動機能障がいの１・２級、内部障がいの

１・３級、免疫障がいの１・２・３級） 

郵便による不在者投票ができる人で、かつ、自ら投票についての記載をすることがで

きない人（上肢・視覚障がいの１級）は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た有権者

に投票に関する記載をさせることができます。 

点字投票 
目の不自由な人は、投票所で投票管理者に申し出ることにより、点字による投票をす

ることができます。 

代理投票 
障がいなどにより自ら字が書けない人は、投票所で投票管理者に申し出てください。

係の者が代わって記載を行います。 

※ 詳しくは選挙管理委員会事務局（FAXの場合 366‐6800）までお問い合わせください。 

 



 

訪問指導（保健センター）   身  知  
 

４０歳以上で、生活習慣病、閉じこもりなどにより健康管理上の支援が必要な人に対して、

保健師や訪問指導員（看護師）等が訪問し、健康相談を行っています。 

ただし、介護保険、障害者総合支援法、医療保険等における訪問看護制度の対象となる人

は、除きます。 

※ 詳しくは保健センター TEL 367-1300 FAX 367-1359 までお問い合わせください。 
 

  

その他の訪問指導や訓練   身  知   
 

事業名 内  容 問合せ先 

視覚障がい者 

家庭訪問指導

事業 

府内在住の視覚障がい者の家庭に指導員を派遣し、生

活訓連や点字指導、家事や育児の指導・相談を行ってい

ます。 

(一財）大阪府視覚障害

者福祉協会 

TEL 06-6772-1766 

FAX 06-6772-1767 
中途失明者  

歩行訓練事業 

中途失明者が単独歩行できるよう歩行訓練を行っていま

す。 

音声機能障が

い者発声訓練

教室 

喉頭を摘出し､音声機能を喪失した人に、人工喉頭や食

道発声法による発声訓練を行っています｡ 

(公財)阪喉会 

TEL 06-6444-1321 

FAX 06-6444-1432 

きつおん 

吃 音 教 室 
きつおん
吃音 に悩む人を対象に講習会を行っています。 

(特非)大阪スタタリング

プロジェクト 

TEL072-820-8244 

FAX 072-820-8244 

オストメイト社会

適応訓練講習 

人工肛門、人工膀胱のストマ用装具の装着者に、装具の 

使用等についての講習会を行っています。 

大阪オストメイト連合会 

TEL 06-6475-0697 

 

 

南河内圏域 障がい児(者) 歯科診療（要予約） 身 知 精 難 
 

障がいのある人で、地域の歯科診療所において診療が困難な人の歯科治療・口腔衛生指

導など、全般に行います。 

（南河内医療圏域８市町村（藤井寺市・羽曳野市・富田林市・河内長野市・大阪狭山市・河南町・太子町・

千早赤阪村）が運営費を負担して、歯科医師会の協力を得て実施しています。） 

・診療場所 河内長野市休日急病診療所 

（〒586－0008 河内長野市木戸東町２番１号  河内長野市立保健センター） 

TEL0721-55-0301  

・診療日時 毎週木曜日 予約制（祝休日・年末年始を除く）午後 1時～午後 5時 

・予約受付 毎週月曜日～金曜日（祝休日・年末年始を除く）午前 9時～午後 5時 

       （河内長野市立保健センター TEL 0721-55-0301 FAX 0721-55-0394） 

※ 受診には予約が必要です。 

 



声の広報・議会だより   身   

毎月、「広報おおさかさやま」の主な記事を朗読し、CDに録音した｢声の広報｣を作成し、視

覚障がいのある人の方に無料で送付します。 また、｢議会だより｣の発行月は同様に送付いた

します。 

※ 詳しくは広報・プロモーショングループ・議会事務局までお問い合わせください。 

 

意思疎通支援事業（地域生活支援事業 ≪P5０参照≫ ）  身   
 

■手話通訳者・要約筆記者派遣事業   

  大阪狭山市にお住いの聴覚および音声・言語機能に障がいのある人の意思疎通支援のた

めに、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。 

利 用 日 月～金曜日（祝日を除く。） 

利用時間 午前９時から午後５時まで 

利用条件 

① 各種届出や相談のため公的機関に行くとき。 

② 受診や相談のため医療機関に行くとき。 

③ 公的機関が実施する各種事業などに参加するとき。 

※原則として市内に限りますが、まずはご相談ください。 

費  用 
無 料 

※目的地までの交通費など（通訳者・筆記者分も含む）は、利用者負担です。 

※ 詳しくは福祉グループ（FAXの場合 366-9696）までお問い合わせください。 

 

■緊急時手話通訳者等派遣事業  

  大阪狭山市にお住いの聴覚および音声・言語機能障がい者及びその家族が、疾病、事故

等のため緊急に医療機関等への受診が必要となった場合に、意思疎通支援のために、手話

通訳者や要約筆記者を派遣します。 

利 用 日 
土、日、祝日、１２月２９日から翌年１月３日までの日、これらの日を除いた日

の午後５時から翌日の午前９時までの時間帯 

費  用 
無 料 

※ 目的地までの交通費など（通訳者・筆記者分も含む）は、利用者の負担です。 

※ 詳しくは福祉グループまでお問い合わせください。 

 

ＮＥＴ１１９   身     

聴覚に障がいのある人、音声・言語機能に障がいのある人に対し、スマートフォンや携帯電

話を利用し、インターネットを通じて緊急通報ができるシステムで、外出先からもチャット方式な

どで通報できます。利用するには堺市消防局で事前登録が必要です。 

※ 詳しくは福祉グループまでお問い合わせください。 

 

 

 

 



メール１１９   身   

聴覚に障がいのある人、音声・言語機能に障がいのある人、病気などで急に話せなくなった

人などを対象に、メールで緊急通報ができます。利用するには堺市消防局で事前登録が必要

です。 

※ 詳しくは福祉グループまでお問い合わせください。 

 

ＦＡＸ１１９   身   

会話による通報が困難な人を対象に、「ＦＡＸ１１９版通報カード」（福祉グループにて配布）

に必要事項を記入してＦＡＸ送信することで緊急通報ができるシステムです。登録は不要で

す。 

※ 詳しくは福祉グループまでお問い合わせください。 

 

障がい者通所交通費助成事業  身 知 精 難 

電車やバス等を利用し、生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援 B型に通所す

る在宅の障がい者に対して、最も経済的かつ合理的と認められる経路の交通費の２分の１の

額を助成します。 

 ただし、他の助成制度を利用している場合は対象になりません。 

※ 詳しくは福祉グループまでお問い合わせください。 

 

重度障がい児地域生活入浴サービス事業   身 知   

自宅での入浴が困難な重度障がい児（１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの間

にある人）に対し、施設において入浴サービスを提供します。 

■対象者       次の①～④のすべてに該当する人 

                 ①身体障がい者手帳（１・２級）又は療育手帳（A）を所持している 

②自宅において入浴させることが困難な人 

                 ③医師が入浴を許可した人 

                 ④病院に入院又は障がい者施設等に入所していない人 

■サービス内容  月１回施設での入浴サービスを提供 

※ 詳しくは福祉グループまでお問い合わせください。 

 

福祉シール（ごみ処理券）   身   

障がい等を理由として、大人用オムツを使用している世帯で、無料ごみシールが不足する場

合には、申請により無料ごみシールの追加交付が可能です。 

・配布枚数 申請月から３月までの１ヶ月当たり１０枚 

※ 詳しくは生活環境グループまでお問い合わせください。 

 



避難行動要支援者登録制度   身 知 精 難 

在宅の高齢者・要介護認定者・障がい者・難病患者等の人で、災害時に支援を必要とする

人たちを対象とした「避難行動要支援者名簿」への登録を受け付けています。この名簿による

情報を地域の民生委員・児童委員、自主防災組織(自治会等)などと共有し、日ごろの見守り

や災害時の情報伝達支援・避難行動支援を地域ぐるみで行うものです。災害の状況等によっ

て、必ず支援を受けられるとは限りません。また、支援する人が責任を負うものでもありません。

支援を希望される人自身も、常に自分の身は自分で守るという意識をもって、普段から地域に

おいて気軽に話せる関係を心がけましょう。  

※ 詳しくは危機管理室までお問い合わせください。 

 

「大阪狭山救急医療情報キット」配布事業   身  知  精  難 

体調が悪くなり、救急車を呼んだ場合に、迅速な救急活動ができるよう、医療情報などを専

用の容器に入れて、自宅内に保管する「救急医療情報キット」を配布しています。身体障がい

者手帳１級・２級、療育手帳Ａ・Ｂ１・Ｂ２、精神障がい者保健福祉手帳 1 級を持っている人、ま

たは難病等の人で医療受給者証を所持している人が対象となります。 

※ 詳しくは大阪狭山市社会福祉協議会（TEL 367-1761 FAX 366-7407）までお問い合わせく

ださい。 

 

日常生活自立支援事業   知  精  

療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳等を持っている人で、福祉サービスを利用したいが

利用の仕方がわからない、金銭や通帳の管理に不安があるなど、生活の中での様々な事柄

に不安があっても、地域で自立した生活を送れるように支援する事業です。相談や支援計画

の作成は無料ですが、利用契約後のサービス利用は、収入に応じて料金が必要です。 

※ 詳しくは大阪狭山市社会福祉協議会（TEL 367-1761 FAX 366-7407）までお問い合わせく

ださい。 

 

ヒューマンケア事業   身  知  精  難 

障がいで、日常生活に困っている人の家庭に協力会員(地域の福祉に理解をもった方)が

訪問し、低料金で身の回りをお世話する、会員方式のサービス事業です。 

※ 詳しくは大阪狭山市社会福祉協議会（TEL 367-1761 FAX 366-7407）までお問い合わせく

ださい。 

 

貸 付 金   身  知  精 

身体障がい者手帳、療育手帳、または精神障がい者保健福祉手帳を持っている人やその

世帯に、障がい者の自立の促進および生活の安定を図るためや、事業を営むために必要な

資金の貸付を行っています。ただし、貸付要件や限度額があります。 

※ 詳しくは大阪狭山市社会福祉協議会（TEL 367-1761 FAX 366-7407）までお問い合わせく

ださい。 

 



福祉機器の無料貸出   身  知  精  

在宅の障がい者（児）等に対し、一時的に車イスやベッドを無料で貸出します。 

※ 詳しくは大阪狭山市社会福祉協議会（TEL 367-1761 FAX 366-7407）まで、お問い合わせ

ください。 

 

ＮＴＴ無料番号案内（ふれあい案内）     身  知  精   

電話帳の利用が困難な次の人を対象に、無料で番号案内「１０４」を利用できます。 

事前登録が必要 

〇次の身体障がい者手帳を持っている人 

・視覚障がい(1～６級）  ・聴覚障がい（2,３,４,６級） 

・肢体不自由（上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい：１，２級） 

  ・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい（３,４級） 

〇療育手帳を持っている人     

〇精神障がい者保健福祉手帳を持っている人 

※ 詳しくはＮＴＴ西日本（☎ 0120-104-174）までお問い合わせください。 

 

ＮＴＴファックス「１０４」（ＦＡＸによる番号案内）   身   

耳や言葉の不自由な人を対象に、番号案内「１０４」で調べたい電話（FAX）番号をファック

スにより、問い合わせることができます。 A４の用紙に、自分の氏名と FAX 番号、調べたい内

容（問い合わせ先の名前・住所・業種など）を書いて送信すると、問い合せた電話番号が

NTTから「ファックス」で受け取れます。  

・FAX番号  0120-000-104（全国共通）  ・受付時間  24時間（年中無休） 

※ 詳しくはＮＴＴ西日本（FAX  0120 ‐000‐104）までお問い合わせください。 

 

緊急通報装置   身   

ひとり暮しの重度身体障がい者に対し、身に付けることが可能でごく簡単な操作により、緊

急事態を自動的に受信センターに通報することができる機器の貸出があります。 

 ただし、前年の所得税額に応じて費用の一部を負担していただく場合があります。 

※  詳しくは高齢介護グループまでお問い合わせください。 

 

軽度生活支援事業   身  知  精   

庭・庭木等の軽易な手入れ、家屋内の整理・整頓（高所作業、重量物の運搬、一時的なも

の等を除く）、代読・代筆、日常生活での軽易な援助について生活援助員を派遣します。 

■利用できる人：身体障がい者手帳、療育手帳、または精神障がい者保健福祉手帳を持って

いる人が所属する世帯 

■利用回数：原則週１回（１回あたり２時間以内） 

■利用料：1時間あたり３６０円（生活保護世帯を除く。）材料費等の実費は自己負担 

※  詳しくは高齢介護グループまでお問い合わせください。 



福祉農園   身  知  精 

身体障がい者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳を持っている人は、１世帯

につき約３.３平方メートルの福祉農園を無料で、利用できます。ただし、利用人数が限られて

います。 

※  詳しくは高齢介護グループまでお問い合わせください。 

 

徘徊高齢者等位置情報提供事業   知   

徘徊癖のある療育手帳Ａを持っている人の家族に、位置検索用端末機を貸出します。 

行方不明となった時の早期発見、安全確保により家族の負担軽減を図ります。 

ただし、前年の所得税額に応じて費用の一部を負担していただく場合があります。この場合

には、別途、消費税がかかります。 

費 用     基本料金       月額１，２００円（６ヶ月分前納） 

           電話応答検索料      １回２００円 

           現場急行料          １回１０，０００円（但し、１時間を限度） 

           充電用電池          実費 
 

※  詳しくは高齢介護グループまでお問い合わせください。 

 

訪問理美容サービス事業   身  知 

身体障がい者手帳１・２級の人、または療育手帳 Aを持っている人で、家族の介添えだけで

は理髪店や美容院の利用が困難な人に対して、自宅で理美容サービスを行います。 

■利用回数 年４回 

■費  用   １回につき 1,000円（生計中心者の前年分所得税が非課税世帯は無料） 

※  詳しくは高齢介護グループまでお問い合わせください。 

 

在宅老人等寝具乾燥サービス事業   身  知   

身体がい者手帳（１・２級）、または療育手帳（A）を持っている人の世帯で、自宅での寝具

の乾燥が困難な場合、布団・毛布を回収し、乾燥車で丸洗い殺菌及び乾燥を行います。 

■利用回数  年２回 

■費    用  無 料 

※ 詳しくは高齢介護グループまでお問い合わせください。 

 

預金関係   身  知  精  
 

非課税制度 

（ マ ル 優 ） 

障がい者に対して、預金利息、信託収益金等が非課税となる制度（マル優）

があり、限度額は貯蓄の元本の合計額で３５０万円までです。   

また、別枠で、国債・公募地方債の利子が非課税となる（特別マル優）もあ

り、限度額は額面の合計額で３５０万円までです。 

最大限活用すると、７００万円まで非課税となります。 

ただし、この制度の利用については、事前の手続が必要です。 

※ 詳しくは各金融機関・郵貯銀行までお問い合わせください。 

 



団  体  活  動 
 

 

■大阪狭山市身体障害者福祉協議会   身   

身体障がいを持つ人が相互に親睦を図り、身体障がい者の福祉を向上し、自ら進んで社

会の福祉に寄与することを目的として、活動している団体です。 レクリェーション活動や一泊

研修会などの活動を行っています。 

・入会について 入会無料、入会申込書は大阪狭山市社会福祉協議会にあります。 

※  詳しくは「大阪狭山市身体障害者福祉協議会事務局」 （☎ 366-2022 FAX 366-0880）ま

でお問い合わせください   

 

■大阪狭山市知的障害者（児）あんずの会本人会   知 

知的障がいをもつ人たちの団体です。入会は無料です。 レクリエーション活動や会員相互

の親睦、情報交換などの活動を行っています。 

※ 詳しくは「大阪狭山市知的障害者（児）あんずの会事務局」（☎ 368-2941）までお問い合わ 

せください。 

 

■大阪狭山市精神障害者家族会 大阪狭山つくし会   精 

大阪狭山市に在住しているこころに病を持つ人たちの家族の会です。 

月１回の定例会（毎月第２金曜日：午前１０時～正午）を中心として、病気や福祉制度の情

報交換や親睦等の活動を行っています。 

※ 詳しくは社会福祉法人 自然舎（TEL・FAX 367-3977）までお問い合わせください。 

 

■大阪狭山市断酒会       精 

 アルコール依存症に悩んでいる人やその家族の人同士で、悩みなどを話し合っている会で

す。 

 毎週金曜日、午後７時～ 大阪狭山市役所 南館等で行っています。 

※ 詳しくは福祉グループまでお問い合わせください。 

 

■脳卒中の後遺症とつきあう交流会 ほっこり仲間の会   身   

脳卒中等の後遺症のある当事者とその家族の会です。レクリエーション活動や会員相互の

親睦、情報交換などの活動を行っています。 

※ 詳しくはコミュニティソーシャルワーカー連絡会（大阪狭山市社会福祉協議会 TEL 367-1761 

FAX 366-7407）まで、お問い合わせください。 



 

10．障がい福祉サービス・障がい児通所支援  身  知  精  難 
 

身体・知的・精神障がい者及び難病の人で、在宅や施設における福祉サービスの利用を希望する人が対象のサービス

です。 （介護保険サービスが利用できる場合は、介護保険サービスの利用が優先されます。） 

◆支給申請に必要なもの◆ 

◎申請書（福祉グループにあります。）  

◎手帳（手帳がなくても利用できる場合があります。） 

◎添付書類 ・本人の世帯の収入や課税状況等が把握できる書類や資料 

               ・個人番号カード（個人番号通知カード） 

※  難病の人は、対象疾病にかかっていることがわかる証明書(診断書、特定医療費（指定難病）受給者証等)

が必要です。 
 

【対象となるサービスの内容：障害者総合支援法関係】 

介 

 

護 

 

給 

 

付 

サービス 内    容 対象者 

①居宅介護 
自宅での入浴、排せつ、食事の介護など、居宅生活全般にわたるホームヘ

ルプサービス 

身・知・精 

児・難・難児 

②同行援護 
視覚障がいによって移動に著しい困難がある人に対して、外出の際に、必

要な情報の提供をはじめとした円滑な移動の援護 
視・難 

③行動援護 

知的障がいなどによって行動上著しい困難があるため、常時介護が必要

な人に対する行動の際に生じる危険回避の援助や、外出時の移動支援サ

ービス 

知・精・知児 

④短期入所 介護者が病気・出産・事故などの場合の短期的な入所サービス 
身・知・精 

児・難・難児 

⑤重度訪問介護 
重度の肢体不自由者などに対し、居宅における介護から外出時の移動支

援までを行う総合的なサービス 
身・知・精・難 

⑥療養介護 

医療を受けながら介護の提供を受けることができるサービス（主に日中に

病院などで行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理のもとで

の介護や日常生活上の援助など） 

身・知・精・難 

⑦生活介護 
障がい者支援施設などで行われる入浴、排せつ、食事の介護や創作活動

および生産活動などのサービス（主に日中に行われるもの） 

身・知・精・難 

(常時介護が

必要な人) 

⑧重度障がい者

等包括支援 

重度の障がい者に対し、居宅介護をはじめとする福祉サービスを総合的に

提供する支援サービス 

身・知・精・ 

児・難・難児 

（常時介護

が必要な人） 

⑨施設入所支援 
施設入所者に対して提供される介護サービス（主に夜間に提供されるも

の） 
身・知・精・難 

訓 

練 

等 

給 

付 

①共同生活援助 

（グループホーム） 

共同生活を営む住居における相談やその他日常生活上の援助を行うサー

ビス、及び共同生活を営む住居における入浴、排せつ、食事の介護などの

サービス（主に夜間に提供されるもの） 

身・知・精・難 

②自立訓練 
自立した日常生活や社会生活を営むために必要な能力向上訓練が受け

られるサービス 

③就労移行支援 就労に必要な知識・能力の向上を図るための訓練が受けられるサービス 

④就労継続支援 
就労機会の提供や就労に必要な知識・能力の向上を図る訓練が継続的

に受けられるサービス 

⑤就労定着支援 
サービス等を利用して通常の事業所に新たに雇用された人が働き続けら

れるように関係機関との連絡・調整や相談・助言を行うサービス 

⑥自立生活援助 

居宅で自立した日常生活を送る上で発生する課題や問題に対して、定期

的に訪問したり随時相談にのることで、必要な情報の提供や助言を行った

り、自立した日常生活を送るための環境を整えるサービス 



 

相 

談 

支 

援 

①計画相談支援 
サービスを利用する際に、サービス等利用計画案を作成したり、サー

ビス事業者等との連絡調整、モニタリング等を行うサービス 

身・知・精・ 

難・児・難児 

②地域移行支援 

障がい者支援施設などに入所している人や精神科病院に入院して

いる人などが、地域で生活ができるように、事業所などへ同行した

り、住居を確保するためのサービス 身・知・精・難 

③地域定着支援 
地域での生活が不安定な人に、いつでも連絡や相談ができ、必要

な時は、いつでも訪問対応ができるようなサービス 

 

 

【対象となるサービスの内容：児童福祉法関係】 

障 

が 

い 

児 

通 

所 

支 

援 

①児童発達支援 療育を必要とする未就学児を対象とする通所によるサービス 児・難児 

②医療型児童発達支援 
肢体不自由があり機能訓練や医療的支援が必要な人を対象と

する通所によるサービス 
児・難児 

③放課後等デイサービス 小、中、高生を対象とする学校の放課後や休日向けのサービス 児・難児 

④保育所等訪問支援 

保育園、幼稚園、こども園、小学校などに在籍している障がいを

持った子どもに対する児童発達支援センター等の巡回によるサ

ービス 

児・難児 

⑤居 宅 訪 問 型  

児 童 発 達 支 援 

厚生労働省が定める「重度の障がい」の状態にあり、外出する

ことが困難であると認められる児童に対して、居宅を訪問し、日

常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生

活への適応訓練等を行うサービス 

児・難児 

入 

所 

支 

援 

※ 

①福祉型障がい児 

入所支援 

(実施主体 大阪府) 

施設に入所する重度の障がい児への保護、日常生活の指導及

び独立自活に必要な知識技能の付与などのサービス 
児・難児 

②医療型障がい児 

入所支援 

(実施主体 大阪府) 

施設に入所する重度の障がい児への保護、日常生活の指導及

び独立自活に必要な知識技能の付与及び治療のサービス 
児・難児 

相 

談 

支 

援 

障がい児計画相談支援 

障がい児通所支援等のサービスを利用する際に、サービス等利

用計画案を作成したり、サービス事業者等との連絡調整、モニタ

リング等を行うサービス 

児・難児 

 

【表中対象者の凡例】※障がい児とは、１８歳未満の障がいを持つ人をいいます。 

   身…身体障がい者 ／ 知…知的障がい者 ／ 精 …精神障がい者 

   児…障がい児（身体・知的・精神障がい児）／ 知児…知的障がい児 ／ 視…視覚障がい者   

難…難病患者（P10参照） ／ 難児…難病患者である児童（P10参照） 
 

◆障がい福祉サービス、障がい児通所支援等の給付は、障がいのある人の自立した生活を推進していくための

制度です。（※障がい児の「入所支援については大阪府へ確認してください。） 

 

◆やむを得ない事由により、市が措置によりサービスの提供や施設への入所を決定する場合もあります。 



介護給付、訓練給付、障がい児通所支援給付、障がい児入所支援を利用す

る人の利用者負担額 

 

訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障がい者等包括

支援、就労定着支援、自立生活援助等)、日中活動サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就

労継続支援等)、入所施設（２０歳以上）やグループホーム、障がい児通所支援を利用する場合 

 

■障がい者等の利用者負担額 

所 得 区 分 負担上限額 

一般２ 市町村民税課税世帯(一般１に該当する者を除く。) ３７,２００円 

一般１ 
市町村民税課税世帯 

(所得割１６万円未満の者に限り、２０歳以上の施設等入所者を除く。) 
９,３００円 

低所得 市町村民税非課税世帯 ０円 

生活保護 生活保護受給世帯 ０円 

※ 非課税世帯とは、障がい者本人と配偶者の市民税が非課税であるものをいいます。  

※ 施設等入所者（２０歳以上）及びグループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合は、「一般２」となりま

す。 

 

■障がい児等の利用者負担額 ※２０歳未満の施設等入所者を含む。 

所 得 区 分 負担上限額 

一般２ 市町村民税課税世帯(一般 1に該当する者を除く。) ３７,２００円 

一般１ 市町村民税課税世帯(所得割２８万円未満の者。) 

施設等入所者以外  ４,６００円 

施設等入所者      ９,３００円 

低所得 市町村民税非課税世帯 ０円 

生活保護 生活保護受給世帯 ０円 

※ 非課税世帯とは、障がい児が属する世帯の市民税が非課税であるものをいいます。  

 



サービス利用までの基本的な流れ 
 

手続きの順番 説 明 

１．相談 
介護給付・訓練等給付の対象となるサービスを希望される人は、必

要に応じ、適切なサービス選択のための相談支援を福祉グループの窓

口などで受け、支給申請を行います。 
２．介護給付・訓練等給付の

支給申請 

３．サービス等利用計画案の

作成依頼 
利用者は、相談支援事業所等にサービス等利用計画案の作成を依

頼します。（契約が必要です。） 

福祉グループは、利用者からの申請に基づき、障がいの種類及び程

度、介護している人の状況等を勘案します。 

４．審査 

（介護給付を希望する場合

のみ認定審査会での判定

があります。） 

５．サービス等利用計画案の

提出 

サービス等利用計画案の内容を確認し、介護給付・訓練等給付・障

がい児通所支援の支給を行うことが適切であるときは、支給決定を行

います。 

また、利用者本人の世帯の収入状況に応じて利用者負担上限額を

決定します。 
６．支給決定 

７．受給者証の交付 
福祉グループから利用者に交付される受給者証は、指定事業者・施

設とのサービス利用に係る契約締結の際に必要になります。 

利用者は、指定事業者・施設の中から選択して、サービス利用の申

込みを行い、契約を締結します。 

８．指定事業者・施設へ申込 

９．契約 

１０．サービスの提供 
指定事業者・施設は、契約に基づき、利用者にサービスを提供しま

す。 

利用者は、指定事業者・施設に対して、サービスの利用に要する費

用のうち、利用者負担額（原則として、かかった費用のうち１割）を支払

います。 
１１．利用者負担額の支払い 

１２．介護給付費・訓練等給付

費の支払い（代理受領） 

福祉グループは、サービスを提供した指定事業者・施設からの請求

に対して、サービスの利用に要した費用の全額から利用者負担額を差

し引いた額を介護給付費・訓練等給付費として支払います 

 

※ 介護保険対象者の人は、介護保険でのサービスを優先して利用してください。 

※ 詳しくは福祉グループまでお問い合わせください。 



高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児通所給付費 

１人の人が複数のサービス等を利用する場合、同一世帯で異なる制度のサービス等を利用する人が

複数いる場合、サービス利用料の負担軽減を図るため、世帯の月々の負担額の合算額から制度で定め

る基準月額（上限額）を超える金額を償還する制度があります。 

 

■対象となる世帯 

１８歳以上の人（施設に入所する１８、１９歳は除く）は障がい者本人とその配偶者が、１８歳未満の人

（施設に入所する１８、１９歳を含む）は保護者の属する住民基本台帳での世帯が合算の対象となる世

帯の範囲となります。 

 

■合算の対象となる費用 

同一の月に利用した以下のサービス等にかかる負担額が対象となります。 

（１割負担分以外の実費負担額は対象外） 

○障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額 

 <例>居宅介護、短期入所、就労継続支援など 

※地域生活支援事業（移動支援、日中一時支援等）は対象となりません。 

○介護保険法に基づくサービスの利用者負担額 <例>訪問介護、通所リハビリ、福祉用具貸与など 

※高額介護サービス費・高額介護予防サービス費により償還された費用を除きます。 

※同一の人が障がい福祉サービスを併用している場合に限ります。 

○補装具費にかかる利用者負担額 

○児童福祉法に基づく「障がい児支援（入所・通所）」のサービス利用者負担額  

 

■基準額  ３７，２００円  

但し、以下の場合に該当するときは、受給者証に記載されている負担上限月額※のうち、最も高い額

が基準額となります。               

○同一の障がい児が根拠条項の異なる複数のサービスを利用している場合  

○同一世帯に属する障がい児の兄弟姉妹がそれぞれサービスを利用し、同一の保護者がその支給

決定を受けている場合 

 ※市民税所得割額２８万円未満の世帯における負担上限月額は、入所サービスを利用する場合は 

９，３００円、通所サービスを利用する場合は４，６００円となります。 

 

（新）高額障がい福祉サービス給付費 

介護保険サービスの内、特定の介護保険サービス（訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域

密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護）を利用する場合、利用者負担を軽減する制度があります。

次の４つすべてに該当する方が対象です。 

①６５歳になるまでの５年間、継続して特定の障がい福祉サービス（居宅介護、重度訪問介護、生活

介護、短期入所のいずれか）を利用していること 

②利用者とその配偶者が、当該利用者が６５歳に達する日の前日の属する年度（６５歳に達する日の

前日が４月から６月までの場合にあっては、前年度）において市町村民税非課税者又は生活保護

受給者等であること 

③６５歳に達する日の前日の障がい支援区分（障がい程度区分）が区分２以上であること 

④６５歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと 
 



11．地域生活支援事業   身  知  精  難 

 

地域生活支援事業は、障がいを持つ人が地域生活での不安を解消し、安心して暮らすことができる

ようにするために市が主体となって行う障がい者福祉サービス事業です。大阪狭山市では、主に次のよ

うな６つの事業を行っています。 
 

【対象となるサービスの内容】 

サービス 内  容 対象者 

①相談支援事業 さまざまな相談に応じるサービス 
身・知・精・児 

家・介・難・難児 

②移動支援事業 

屋外での移動が困難な人に対し、ガイドヘルパーを

派遣し外出時の円滑な移動を支援するサービス（行

動援護や重度訪問介護サービスの支給決定を受け

ている人は除く。） 

知・精・児 

重身・難・難児 

③日常生活用具の給付 

など 

ストマ用装具や入浴補助用具、盲人用時計など、補

装具以外のもので日常生活に必要な機器などを給

付するサービス（詳細 P１５～P１８参照） 

身・知・精 

児・難 

④意思疎通支援事業 

聴覚・音声・言語機能障がいのため意思疎通を図る

ことが困難な人などに対し、手話通訳者や要約筆記

者を派遣するサービス（詳細 P３９参照） 

身（聴覚・音声・言

語機能障がい者） 

⑤地域活動支援センター 

事業 

創作活動や生産活動など、地域での多様な活動の

場を提供するサービス 
身・知・精 

⑥日中一時支援事業 
日中活動の場を確保し、家族や介護者の一時的な休

息を図るサービス 

身・知・精・児 

難・難児 

 

【表中対象者の凡例】※障がい児とは、１８歳未満の障がいを持つ人をいいます。 

    身 …身体障がい者  ／ 知…知的障がい者   ／  精…精神障がい者   

   重身…重度の全身性障がい者（児）           ／  児…障がい児（身体・知的・精神障がい児）  

    家…家族           ／   介…介護者      ／  難…難病患者（P10参照） 

難児…難病患者である児童（P10参照） 

 

表中②、③、⑥については、サービス利用料の原則１割の利用者負担がありますが、利用者の負担が

重くなりすぎないように、１ヶ月当たりの利用者負担上限額が下記のように設定され所得に応じて負担

が軽減されます（③の上限額については、P１５ご覧ください）。 
 

【利用者負担上限額】 

 生活保護世帯 市民税非課税世帯 市民税課税世帯 

移動支援事業 ０円 ０円 ４，０００円 

日中一時支援事業 ０円 ０円   ９００円 

※ 世帯の範囲は、障がい者の場合は本人と配偶者、障がい児の場合は本人が属する世帯の所得で判

断します。 

※ 詳細は福祉グループまでお問い合わせください。 



１２．就労支援機関 

 

ハローワーク河内長野（公共職業安定所）   身   知   精   難  

障がいについて専門的な知識をもつ担当者が、仕事に関する情報の提供や就職に関する相談に
応じるなど、きめ細かい支援体制を整えています。 
職業相談、就職あっせんから就職後の職業適応指導までを行っています。 

（お問い合せ先）   住所 河内長野市昭栄町７－２ 
TEL ０７２１-５３-３０８１  FAX ０７２１-５３-３１９４ 

 

南河内南障害者就業・生活支援センター  身   知    精   難  

就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障がいのある人に対し、抱える課題に応じて、
就業面及び生活面の一体的な支援を行います。 
（お問い合せ先）  住所 河内長野市昭栄町２－１－１０１ 

TEL ０７２１-５３-６０９３  FAX  ０７２１-５３-６０９５ 
 

大阪府商工労働部雇用推進室労働環境課   身   知    精   難   

労働相談、労働情報の収集・提供、労働諸制度の普及啓発などを行っています。 
（お問い合せ先）  住所 大阪市中央区石町 2-5-3エル・おおさか南館 3階 

TEL 06-6946-2600  FAX 06-6946-2635 
 

ＯＳＡＫＡしごとフィールド  身   知    精   難 

仕事をお探しの人へ、カウンセリングのほか、職場体験実習、就職活動のポイントが学べるセミナー
等を実施しています。 
（お問い合せ先）  住所 大阪市中央区北浜東３－１４ エルおおさか本館２階・３階 

TEL ０６-４７９４-９１９８  FAX ０６-６２３２-８５８１ 
 

大阪障害者職業センター  身   知    精 

就職のための職業評価、職業講習、職業準備訓練、開発援助事業等を行っています。 
（お問い合せ先）  住所 大阪市中央区久太郎町２－４－１１ クラボウアネックスビル４階 

TEL ０６-６２６１-７００５  FAX ０６-６２６１-７０６６ 
大阪障害者職業センター 南大阪支所 

住所 堺市北区長曽根町１３０－２３ 堺商工会議所会館５階 
TEL ０７２-２５８-７１３７  FAX ０７２-２５８-７１３９ 

 

大阪府ＩＴステーション  身   知    精   難 

就労をめざす人に、個々の適性に応じたＩＴ講習や訓練コースの紹介や、就職または在宅就労がで
きるまでの包括的な支援をおこなっています。 
また、ハローワーク等の求人に関する情報提供や、支援機器・ソフトなどの相談に対して、個々の特

性に応じたＩＴ関連技術の助言・支援を行っています。 
（お問い合せ先）   住所 大阪市天王寺区上汐４－４－１（夕陽丘高等職業技術専門校内） 

TEL ０６-６７７６-１２２２  FAX ０６-６７７６-１２８１ 
 

大阪障害者職業能力開発校  身   知    精   

障がい者が就職に必要な技術・知識を習得して職業的に自立し、生活の安定と地位向上をはかる
ことを目的としています。 
（お問い合せ先）  住所 堺市南区城山台５－１－３ 

TEL ０７２-２９６-８３１１  FAX ０７２-２９６-８３１３ 
 

大阪狭山市地域就労支援センター  身   知   精  難 

就労支援コーディネーターによる雇用・就労についての相談を受け付けています。 
ただし、就職のあっせんは行っていません。（予約制となっています。） 

（お問い合せ先）   場所 大阪狭山市役所２階（産業振興・魅力創出グループ内） 
TEL ０７２-３６６-６７８９  FAX ０７２-３６７-１２５４ 



13．施設など 
 

大阪狭山市立心身障害者及び母子・父子福祉センター（さつき荘）  
 

心身の健康の増進、教養の向上及びレクリェーション等の場として使っていただく施設です。さつ

き荘には、和室、会議室、室内スポーツ室、調理室などがあります。 

※ 詳しくは大阪狭山市社会福祉協議会（TEL 366-2022  FAX 366-0880）までお問い合わ

せください。 

 

大阪狭山市障がい者地域活動支援センター（さつき）   身  知   
 

障がいがある人の日中活動の場として、制作活動や創作活動、作業活動（プラスチック製品の袋

詰め）や、各種クラブ活動を行っています。 

・ 利用対象者  １８歳以上の身体障がい者手帳、または療育手帳を持つ人で、原則として意思疎通 

が図れ、身の回りのことが自分でできる人 

・ 利用料      無料。ただし、炊事や創作、車による送迎にかかる実費が必要です。           

・ 開所日時    原則として、月曜日から金曜日までの午前１０時から午後４時まで（祝日を除く。） 

※ 詳しくは大阪狭山市社会福祉協議会（TEL 366-2022  FAX 366-0880）までお問い合せ 

ください。 

 

大阪狭山市知的障がい者地域活動支援センター（はっぴい²）   知 
 

知的障がいがある人の日中活動の場として、創作活動や作業活動などを行っています。 

※ 詳しくは運営主体（特定非営利活動法人 あんずの会）までお問い合わせください。 

※ 住所 〒589-0021  大阪狭山市今熊1丁目１０２－４  TEL  368-2941  
 

 

障がい者の自立移行支援事業     身  知 精 
 

自立した生活を希望する１８歳以上の障がい者に対して訓練指導を行い（どのくらい生活能力が

あるのか確認します）、地域生活への移行及び定着を図ります。訓練中の食事代及び光熱水費等の

実費相当が必要となります。 （実施場所 市内事業所 ） 

※ 詳しくは福祉グループまでお問い合わせください。 

 
 

精神障がい者地域活動支援センター（いーず）     精 
 

こころの病がある人たちの、自立・社会参加を支援するための様々な生活相談や日常生活の支援、

地域交流活動を行うための地域の拠点です。利用については、無料です。 

※ 詳しくは運営主体（社会福祉法人 自然舎）までお問い合わせください。 

※ 住所 〒589-0005  大阪狭山市狭山１－２３８２－１アーネットスタシオン大阪狭山２０３号   

TEL 367-3990  【相談】TEL 367-0033 

FAX 367-0033 

身 知 精 難 

 



14．介護保険 
 

介護保険の対象となる人は、次のとおりです。 

 

○ 介護保険は、６５歳以上の人（第１号被保険者）と、４０歳から６４歳までの医療保険加入者

（第２号被保険者）が加入します。 

 

○ 介護保険のサービスが利用できるのは、次の状態の人で市から要介護または要支援と認

定された人です。 

・ 第１号被保険者で、寝たきりや認知症などで日常生活に常に介護が必要な人や、 家事

や身じたくなどの日常生活に支援が必要な人 

・ 第２号被保険者で、加齢が原因とされる病気（特定疾病）で介護や支援が必要になった

人 

 

【特定疾病の種類】 

  ①がん（がん末期）       ②関節リウマチ 

  ③筋萎縮性側索硬化症   ④後縦靭帯骨化症 

  ⑤骨折を伴う骨粗鬆症    ⑥初老期における認知症 

  ⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病     

  ⑧脊髄小脳変性症       ⑨脊柱管狭窄症 

  ⑩早老症               ⑪多系統萎縮症 

  ⑫糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 

  ⑬脳血管疾患           ⑭閉塞性動脈硬化症 

  ⑮慢性閉塞性肺疾患     

  ⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 

 

○ 次の施設に入所している人は、当分の間、介護保険の被保険者にはなりません。 

 なお、必要な介護サービスは、従来どおり入所施設で提供されます。 

  ①身体障がい者療護施設 

  ②重症心身障がい児施設 

  ③指定国立療養所 

   （重症心身障がい児(者)病棟、または進行性筋萎縮症児(者)病棟に限る。） 

  ④心身障害者福祉協会法に規定する福祉施設 

  ⑤ハンセン病療養所 

  ⑥生活保護法による救護施設 

  ⑦労災特別介護施設 

 

 

※詳しくは高齢介護グループまでお問い合わせください。 

 



15．官公庁等主な施設 

 

名  称 住   所 電話番号 ＦＡＸ番号 

大 阪 狭 山 市 役 所 狭山1丁目2384－1 072-366-0011 

市役所 

072-367-1254 

福祉グループ 

072-366-9696 

(福）大阪狭山市社会福祉協議会 今熊1丁目85 072-367-1761 072-366-7407 

市立心身障害者及び母子・父子

福祉センター 
今熊1丁目85 072-366-2022 072-366-0880 

市 立 保 健 セ ン タ ー 岩室1丁目97－3 072-367-1300 072-367-1359 

基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー 
狭山１丁目862−5 

（市役所南館） 
072-365-1144 072-368-9933 

子育て支援センター“ぽっぽえん” 西山台３丁目2-1 072-360-0022 072-３６０-００３３ 

大 阪 府 富 田 林 保 健 所 富田林市寿町3－1－35 0721-23-2681 0721-24-7940 

大阪府富田林子ど も家庭 

センター 
富田林市寿町2－6－1 0721-25-1131 0721-25-1173 

地 域 包 括 支 援 センター 
狭山１丁目862−5 

（市役所南館） 
072-368-9922 072-368-9933 

シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 今熊1丁目103－1 072-366-2277 072-366-3566 

ニ ュ ー タ ウ ン 連 絡 所 大野台2丁目1－5 
072-366-0011 

(内線506・507) 
072-366-9958 

堺 市 大 阪 狭 山 消 防 署 狭山1丁目2384－1 072-366-0055 072-366-7666 

堺 市 大 阪 狭 山 消 防 署 

ニ ュ ー タ ウ ン 出 張 所 
大野台2丁目1－3 072-368-0119 072-366-9958 

市 立 公 民 館 今熊1丁目106 072-366-0070 072-366-0081 



名  称 住   所 電話番号 ＦＡＸ番号 

市 立 図 書 館 今熊1丁目106 072-366-0071 072-366-0052 

市 立 総 合 体 育 館 池之原4丁目248 072-365-5250 072-365-5250 

大 阪 府 黒 山 警 察 署 堺市美原区小平尾377－2 072-362-1234 072-363-0895 

南 河 内 府 税 事 務 所 富田林市寿町2－6－1 0721-25-1131 0721-25-2192 

富 田 林 税 務 署 
富田林市若松町西 

2－1697－1 
0721-24-3281 － 

大阪府障がい者自立相談支援 

センター 

大阪市住吉区大領 

3－2－36 

(身体) 

06-6692-5262 06-6692-3981 

06-6692-5340 (知的) 

06-6692-5263 

大阪府こ こ ろ の健康総合 

センター 

大阪市住吉区万代東 

3－1－46 

06-6691-2811 

(相談) 

06-6607-8814 

06-6691-2814 

大 阪 後 見 支 援 セ ン タ ー 

（あいあいねっと） 

大阪市中央区谷町 

7－4－15 

（大阪府社会福祉会館内） 

06-6764-7760 

(相談) 

06-6191-9500 

06-6764-7811 

大阪府発達障がい者支援 

センター（アクトおおさか) 

大阪市中央区内本町 

1－2－13 

谷四ばんらいビル10階A 

06-6966-1313 － 

ハ ロ ー ワ ー ク 河 内 長 野 

（ 公 共 職 業 安 定 所 ） 
河内長野市昭栄町7－2 0721-53-3081 0721-53-3194 

大阪府商工労働部雇用推進室 

労働環境課 

大阪市中央区石町 2-5-3

エル・おおさか南館3階 
06-6946-2600 06-6946-2635 

大阪障害者職業セ ン タ ー 

南河内支所 

堺市北区長曽根町 

130－23 
072-258-7137 072-258-7139 

南河内南障害者就業・生活支援 

センター 
河内長野市昭栄2-1-101 0721-53-6093 0721-53-6095 

 



１６．障がい者のシンボルマークについて 
 

障がいのある人に配慮した施設であることや、それぞれの障がいについて分かりやすく表示するためのシンボ

ルマークや標示があります。私たち一人ひとりがマナーと思いやりを持って、暮らしやすい社会をつくりましょう。 

シンボルマーク 
マークの名称（上段） 

マークの概要、使用方法など 
関係団体・機関（下段） 

 

障がい者のための国際 

シンボルマーク 

障がい者が利用できる建物、施設であることを明確に表すため
の世界共通のシンボルマークです。 マークの使用については国際
リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。 
 駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障がい者の利用

への配慮について、御理解、御協力をお願いいたします。       

※ このマークは、「すべての障がい者を対象」 としたものです。 
   特に、車椅子を利用する障がい者を限定し、使用されるもので
はありません。 

公益財団法人日本障がい者
リハビリテーション協会 

TEL：03-5273-0601 
FAX：03-5273-1523 

 

盲人のための国際シンボル

マーク 
このマークは、世界盲人連合(WBU)が定めた世界共通の国際

シンボルマークです。 
 ＷＢＵによれば、「このマークを手紙や雑誌の冒頭に、あるいは歩
行用に自由に使用してよい。色はすべて青にしなければならない」
としています。 
 横断歩道で、このマークが付いた歩行者用信号ボタン見掛けるこ
とがあります。この信号機は視覚障がい者が安全に渡れるよう、信
号時間が長めに調整されています。 

社会福祉法人  
日本盲人福祉委員会 
TEL：03-5291-7885 
FAX：03-5291-7886 

 

身体障がい者補助犬（ほじょ
けん）啓発マーク 

このマークは、補助犬を啓発するために、補助犬を受け入れる店
の入り口などに貼るマークです。 
 補助犬とは、身体障害者補助犬法で定められた「盲導犬」、「介助
犬」、「聴導犬」の3種類を言います。 
 一般のペットとは異なり、他人にほえないなど補助犬としての能力
を認定された犬だけが「補助犬」と名乗れます。不特定多数の人が
利用する施設（デパートや飲食店など）では、受け入れが義務付け

られています。 
 このほかにもさまざまなデザインのシールが、補助犬受け入れの

表示マークとして使われています。 

厚生労働省社会・援護局障害
保健福祉部企画課自立支援
振興室 

TEL：03-5253-1111(代) 
FAX：03-3503-1237 

 

ヘルプマーク 

ヘルプマークは、義足や人工関節を使用している人、内部障害や

難病の人、または妊娠初期の人など、援助や配慮を必要としている
ことが外見からは分からない人が、周囲の方に配慮を必要としてい
ることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、東京都が作成した
マークです。 

大阪府福祉部障がい福祉室
障がい福祉企画課 

TEL：06-6944-6271 

FAX：06-6942-7215 

 

聴覚障がい者を表示する国
際シンボルマーク このマークは、世界ろう連盟(WFD)が定めた世界共通の国際シ

ンボルマークです。 
 1980年に一般に紹介されてからは、いくつかの国で定期刊行物
やポスターに使用されています。 
 また、ろう者が通訳その他のサービスを受けられる場所でも使用

されています。 
世界ろう連盟 



  

聴覚障がい者標識 補聴器なしで、ワイドミラーの使用を免許条件として付された運転
者が普通乗用車を運転するときは、その車に「聴覚障がい者標識」
を表示しなければなりません。 
 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車
に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰

せられます。 

警察庁交通局、都道府県警察
本部交通部、警察署交通課 
TEL：3-3581-0141(代) 

 

聴覚障がい者のシンボルマ
ーク（国内：耳マーク） 

このマークは、聴覚障がいを示す耳が図案化されたものです。聴
覚障がい者は、障がいそのものが分かりにくいため、「声を掛けた
のに返事をしない」などと誤解されたり、不利益や危険にさらされ
たりするなど、社会生活の上で不安が数知れずあります。 
 「聞こえない」ことが相手に分かれば相手はそれなりに気配りをし
ます。目の不自由な人の「白い杖」などと同様に、耳が不自由です

という自己表示が必要ということで考案され、預金通帳、年金証書
などに貼って、呼び出しなど聞こえないことへの配慮を求める場合
などに使用されています。 

一般社団法人全日本難聴者・

中途失聴者団体連合会 

 

「ハート・プラス」マーク このマークは、心臓疾患などの内部障がいがあることを示すシン
ボルマークで、内部障がい者・内臓疾患者の暮らしについて考える
ハート・プラスの会が提唱しています。 

 身体に｢内部障がい・内部疾患」というハンディキャップがあって
も、外観からは分からないため、まだ社会に十分に理解されていま
せん。 電車の中や職場、スーパーなどいろいろな場所で、「つら
い、しんどい」と声に出せず我慢している人がいます。そのようなか
たがたの存在を視覚的に示し、理解の第一歩とするため広く利用
を呼び掛けています。 

特定非営利活動法人 
 ハート・プラスの会 
TEL：080-4824-9928 

 

オストメイトマーク 
このマークは、オストメイト（人工肛門・人工膀胱を保有するかた）
を示すシンボルマークで、公益社団法人日本オストミー協会が提唱
しています。 
 オストメイト対応トイレであることを示すために、トイレの入り口に
表示するものです。 なお、「オストメイト対応トイレ」とは、排泄物の
処理、腹部の人工肛門周辺皮膚や装具の洗浄などができる配慮
がされているトイレです。 

公益社団法人 
日本オストミー協会 

TEL：03-5670-7681 
FAX：03-5670-7682 

 

身体障がい者標識（四つ葉
のクローバーマーク） 

このマークは、肢体不自由者が運転する自動車に貼る標識で、道
路交通法に定められています。 
 肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている人は、
その障がいが自動車の運転に影響を及ぼす恐れがあるときは、こ
の標識を表示して運転するよう努めなければなりません。 

 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車
に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により
罰せられます。 

警察庁交通局、都道府県警察
本部交通部、警察署交通課 

 
警察庁 
TEL：03-3581-0141(代) 

 

白杖SOSシグナル 白杖は、視覚障がい（全盲や弱視）の方が、歩行の際に路面や周
囲の情報を得て、障害物などから安全を確保するために使用する白
い杖で、安心して生活をおくる上で大変重要なものです。 

外出先などで困ったことがあった際に、この白杖を頭上50cm程
度に掲げて周囲の方にサポートを求める合図が、社会福祉法人福
岡県盲人協会により提唱され、全国的に推進しています。 
白杖を頭上50cm程度に掲げている視覚に障がいのある方を見
かけたら、それはSOSのサインです。正面から声をかけ、何に困って
いるのか聞いて、みんなでサポートしましょう。 

岐阜市障がい福祉課管理係 

TEL：058-214-2138 

FAX：058-265-7613 

[注意] １ これらのマークを使用することによって、法的な拘束力が発生するのは、聴覚障がい者標識と身体障がい者

標識だけです。   

２ マークを使用される場合には、関係団体 の承諾がいることがあります。 


